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（ 証券コ ード ）2729
年５ 月 日2021 31

株 主 各 位
東京都港区港南一丁目２ 番 号70

株式会社
代表取締役社長 篠 原 昌 司

第 回定時株主総会招集ご通知60
拝啓 平素は格別のご高配を賜り 、 厚く お礼申し 上げます。

さ て 、 当社第 回定時株主総会を下記によ り 開催いたし ま すので、 ご通知申し 上げます。60
新型コ ロ ナウ イ ルス感染症拡大防止のため、 株主様におかれま し ては、 可能な限り 同封の議決

権行使書のご返送又はイ ン タ ーネッ ト 等によ り 事前に議決権を行使いただき 、 当日のご来場はお
控えいただきますよう お願い申し上げます。 株主総会の模様につき ま し ては、 イ ン タ ーネッ ト 配

信によ り ご視聴いただけま す。 議決権行使につき ま し ては、 お手数ながら 後記の株主総会参考書

類を ご検討のう え後述の案内に従っ て、 年６ 月 日（ 火曜日） 午後５ 時 分までに議決権2021 15 30
を行使し て く だ さ る よ う お願い申し 上げます。

敬 具
記

日 時1. 年６ 月 日（ 水曜日） 午前 時2021 16 10 （ 受付開始予定 午前９ 時 分）30
場 所2. 東京都港区港南一丁目２ 番 号70

品川シーズン テラ ス ア ネッ ク ス棟３ 階 シーズン テ ラ スホール

（ 昨年と 会場が異なり ます。 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照く ださ い。）

目的事項3.
報告事項 第 期（ 年４ 月１ 日から 年３ 月 日まで）1. 60 2020 2021 31

事業報告の内容、 連結計算書類の内容なら びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

第 期（ 年４ 月１ 日から 年３ 月 日まで）2. 60 2020 2021 31
計算書類の内容報告の件

決議事項

第１ 号議案 取締役８ 名選任の件

第２ 号議案 監査役１ 名選任の件

第３ 号議案 補欠監査役２ 名選任の件

第４ 号議案 取締役の報酬額改定の件
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
株主総会参考書類なら びに事業報告、 計算書類及び連結計算書類に修正が生じ た場合は、 当社ホ

ームページ（ ） に掲載さ せていただき ま す。 次の事項につき ま し ては、 法令ならwww.jalux.com
びに当社定款第 条の規定に基づき、 当社ホームページ（15 www.jalux.com/ ir/ shareholder.html)
に掲載し ており ますので、 本招集ご通知には記載し ており ません。 し たがっ て、 本招集ご通知の添
付書類は、 監査報告を作成する に際し 、 監査役及び会計監査人が監査を し た対象の一部であり ま

① ②す。 連結計算書類の連結注記表 計算書類の個別注記表
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第 回定時株主総会における 新型コ ロ ナウ イ ルス対応についてのご案内60

当社第 回定時株主総会を 開催する に あ た り 、 未だ 新型コ ロ ナ ウ イ ル ス 「 」60 COV ID-19
の感染症拡大の最中に あ り 、 ５ 月 日から 東京都に 対する 「 緊急事態宣言」 が延長さ れた12
こ と を 受けま し て 、 感染予防及び拡大防止の措置と し て以下のと お り ご 案内申し 上げま す。
株主の皆様のご理解と ご協力を お願い申し 上げま す。

１ ． ご来場を ご予定の株主様へのお願い
・ 感染リ ス ク を 避ける ため、 当社株主総会のご 来場はお控え く だ さ いま すよ う お願い申

し 上げま す。 書面ま たは、 イ ン タ ーネッ ト に よ る 事前の議決権行使を 強く ご推奨申し
上げま す。

・ ご来場を 予定さ れる 株主の皆様におかれま し ては、 当日ま での健康状態にご留意いた
だき 、 く れぐ れも ご無理を なさ れま せぬよ う お願い申し 上げま す。

・ 当日の感染状況や健康状態にご留意いただき 、 体温 度以上の方や基礎疾患を お持37.5
ち の方、 妊娠さ れて いる 方、 妊娠さ れている 可能性のある 方、 体調が優れない方はご
来場を お控え く だ さ いま すよ う お願い申し 上げま す。

２ ． ご来場時における 株主様へのご協力のお願い
・ ご来場にあた っ ては、 会場の衛生環境の維持、 他の株主様への配慮に鑑み、 マ ス ク 未

着用でのご 入場はご遠慮いた だき ま す。 ま た 、 ア ルコ ール消毒液の使用にご協力を お
願い申し 上げま す。

・ ス タ ッ フ に よ る 検温を さ せていただ き 発熱がある と 認めら れる 方はご入場を お断り す
る 場合がござ いま す。

・ 会場内は間隔を 空けて 席を 配置する た め、 座席数が大幅に 減少いた し ま す。 そ の た
め、 当日ご来場いただいても ご入場を お断り する 場合がご ざいま す。

３ ． 総会議事運営に関し てご了承いただき たいこ と
・ お土産につき ま し て 、 廃止と さ せていただ き ま し た 。
・ 当社役員、 運営ス タ ッ フ はマ ス ク を 着用さ せていただ き ま す。
・ 株主総会の議事は、 例年よ り 時間を 短縮し て行う 予定です。
・ 出席役員は限ら せていただき ま す。
・ 株主総会での資料につき ま し ては、 総会終了後に当社ホームページにて開示いたし ま

す。

そ の他、 本株主総会に関し て感染予防のための措置を 講じ る 場合がご ざ いま す。 詳細は、
当社ホームページ（ ） に てお知ら せいた し ま す。www .jalux.com

株主の皆様におかれま し ては、 大変ご不便を お掛けいた し ま すが、 何卒ご理解を いただき
ま すよ う 、 宜し く お願い申し 上げま す。

以 上
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インタ ーネット による議決権行使のご案内

Q Rコード を読み取る方法
ログイン ID ・ 仮パスワード を

入力する方法

三菱U FJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

（ 通話料無料／受付時間 午前９ 時～午後９ 時）

0 1 2 0 -1 7 3 -0 2 7
インターネッ ト による議決権行使で

パソコンやスマート フォンの操作方法などが

ご不明な場合は、 右記にお問い合わせく ださい。

h ttp s: //e vo te . tr .m u fg . j p /

｢新しいパスワード 」 と
｢新しいパスワード （ 確
認用） 」 の両方に入力

｢送信」 を
クリ ッ ク

Q Rコード を用いたログ
インは１ 回に限り 可能
です。

｢ログイン」 を
クリ ッ ク

｢ログインID ・
仮パスワード 」
を入力

議決権行使書用紙に記載のログインID、 仮パスワード

を入力すること なく 、 議決権行使サイト にログインす

ることができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQ Rコ ード を読み取っ

てく ださ い。
1 議決権行使ウェ ブサイト にアクセスしてく ださい。

2 議決権行使書用紙に記載された「 ログインID・ 仮パ

スワード 」 を入力しクリ ッ ク

4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力く ださい。

3 新しいパスワード を登録する。

2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力く ださい。

再行使する場合、 も し く は

Q Rコ ード を 用いずに議決

権を 行使する 場合は、 右

の「 ログインID・ 仮パスワー

ド を入力する方法」 をご確

認く ださい。

※「 Q Rコード 」 は株式会社

デンソーウェ ーブの登録

商標です。

議決権行使

ウェブサイト

複数回にわたり 行使された場合の議決権の取り 扱い

（ １ ） 郵送とインターネッ ト により重複して議決権を行使された場合は、 インターネッ ト による議決権行使の内容を有効とし

て取り扱わせていただきますのでご了承く ださい。

（ ２ ） インターネッ ト により複数回にわたり議決権を行使された場合は、 最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

見本

https://evote.tr.mufg.jp/
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１ ．配信日時

■コールセンタ ー開設期間と お問い合わせ先電話番号のご案内

【 ID /パスワード に関するお問い合わせ先】

三菱UFJ信託銀行株式会社 2021年6月16日（ 株主総会当日） 午前9： 0 0～株主総会終了まで
Tel： 0 1 2 0-19 1-0 60

2 0 2 1年６ 月1 6日（ 水曜日） 午前1 0時から株主総会終了まで

※株主総会終了後のご視聴はできません。

※やむを得ない事情により 配信を実施できなく なる場合がございます。

２ ．視聴ページへのログイン
⑴ 視聴ＵＲＬを入力いただく か、 スマート フォン等で「 ＱＲコード 」 を読み取ってく ださい。

（ 視聴ＵＲＬ ）： h ttp s://2 7 2 9 .v-v ir tu a l-m tg . j p

⑵ 株主さ ま認証画面(ログイン画面)で、「 株主ID 」 と「 パスワード 」 を入力し てく ださ い。

（ Q Rコード ）

株主Ｉ Ｄ

パスワード

議決権行使書用紙に記載の「 株主番号」（ ハイフン除く ８ 桁）

ご登録住所の「 郵便番号」（ ハイフン除く ７ 桁）

(ご注意)「 株主番号」 は議決権行使書用紙の「 お願い」 に記載し ており ますので、 株主総会当日まで大切に保管く ださ い。

※「 株主番号」 の記載位置について

株主番号

※事前の視聴テスト について（ ５ 月24日（ 月）９ 時以

降）事前に視聴ＵＲＬ にアクセスいただく ことに

より、 株主さまの視聴環境を確認することができ

ますので、ご視聴を予定されている方は、 事前に

確認をお願いいたします。

以 上

［ イ ンタ ーネッ ト 視聴に係るご留意事項］
・ インターネッ ト により ご視聴いただいた場合は、 株主総会への「 出席」 と は取り 扱いません。

・ インターネッ ト 視聴では、 ご質問、 議決権行使、 動議を行う ことはできません。 議決権行使は、 書面（ 郵送） ま

たはインターネッ ト により 招集ご通知に記載の行使期限までにお願いいたします。

・ ご使用の機器やインターネッ ト の接続環境により 、 映像や音声に不具合が生じ る場合がございますので、 あらか

じめご了承く ださい。

・ ご視聴に係る通信料金等は、 株主さまのご負担となり ます。

・ 当日の会場撮影は、 株主さ まのプライバシーに配慮し 、 議長席および役員席付近のみと し ますが、 やむを 得ず

ご出席の株主さ まが映り 込んでし まう 場合がございますので、 あらかじ めご了承く ださ い。

株主総会インタ ーネッ ト 視聴の方法

https://2729.v-virtual-mtg.jp


招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告

計
算
書
類

事
業
報
告

― 5 ―

（ 添付書類）

事 業 報 告 ( 20202021
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日ま で )

１ ． 当社グループ の現況に関する事項

（ ） 事業の経過及びそ の成果1
当連結会計年度におけるわが国の経済は、 新型コ ロ ナウ イ ルス感染症拡大によ り 、 年2020

４ 月に全国を 対象に緊急事態宣言が発出さ れ、 経済活動や国民生活に甚大な影響が及びま し

た。 ５ 月に宣言が解除さ れた以降は、 緩やかに景気持ち直し の動きが見ら れま し たが、 月11
以降、 感染症再拡大が深刻化し 、 年１ 月に 都道府県を 対象と し た ２ 度目の緊急事態2021 11
宣言が発出さ れ、 内需の回復ペースは鈍化し ま し た。 ま た現在、 新たに新型コ ロ ナウ イ ルス

変異株の脅威が生じ 、 事態の終息が見えない先行き不透明な状況が続いています。

当社グループ を取り 巻く 環境は次のと おり です。 航空市場では、 国内線は１ 度目の緊急事

態宣言解除後、 航空旅客需要に回復基調が見ら れま し たが、 感染症再拡大に伴い回復は鈍化

し ま し た。 国際線は依然厳格な出入国制限が続き 、 イ ン バウ ン ド 需要は消失し たま ま と なり

ま し た。 ま た、 外食業への営業制限や人々の外出自粛など によ り 外食需要は低迷し た状態が

続き ま し た。 一方で、 消費者の在宅での購買意欲の高ま り を 背景に、 各種小売店や通信販売

を通じ た購買活動は比較的旺盛な傾向と なり ま し た。

こ のよ う な事業環境の中、 当社グループ では、 空港店舗事業、 免税店舗事業、 免税店舗向

け卸販売のほか、 空港を はじ めと する交通系リ テ ール向け土産菓子や弁当類の卸販売、 ホテ

ル ・ レ ス ト ラ ン ・ 飲食店向けの水産物・ 農産物・ ワ イ ン の卸販売、 航空機エ ン ジン 部品販

売、 海外空港運営事業など 、 多岐にわたる事業に影響が及びま し た。

そ の結果、 当社グ ループ における 当連結会計年度の経営成績は以下のと おり と なり ま し

た。

売上高は、 空港店舗・ 免税店舗の販売及び免税店舗向け卸販売の減少、 土産菓子や弁当類

の卸販売の減少、 水産物・ 農産物・ ワ イ ン の卸販売の減少、 航空機エ ン ジン 部品販売の減少

など によ り 、 前年同期に比べ 百万円減の 百万円（ 前年同期比 ％） と なり64,341 80,346 55.5
ま し た。

売上総利益は、 売上高が減少し た結果、 前年同期に比べ 百万円減の 百万円13,322 12,518
（ 同 ％） と なり ま し た。48.4

△営業利益（ は損失） は、 売上総利益が減少し た一方、 歩合家賃や人件費など 販売費及び

△一般管理費も減少し た結果、 百万円（ 前年同期は営業利益 百万円） と なり ま し2,915 3,969
た。

△経常利益（ は損失） は、 営業外収益と し て投資有価証券の受取配当金が増加し たほか、

連結子会社における 助成金収入を 計上、 一方で、 営業外費用と し て持分法によ る投資損失を
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△計上し た結果、 百万円（ 前年同期は経常利益 百万円） と なり ま し た。2,426 4,738
なお、 各空港店舗の臨時休業期間中に 発生し た 固定費（ 人件費・ 賃借料・ 減価償却費）

百万円を店舗臨時休業による損失と し て特別損失に計上し ま し た。726
△ △以上の結果、 親会社株主に帰属する 当期純利益（ は損失） は、 百万円（ 前年同2,366

期は親会社株主に帰属する当期純利益 百万円） と なり ま し た。3,081

なお、 当社は、 株主の皆様に対する利益還元を 経営上の重要な事項と 認識し 、 安定的に配

当を実施する こ と を基本方針と し ています。 し かし ながら 、 年３ 月期は期初よ り 、 新型2021
コ ロ ナウ イ ルス感染症の拡大が当社グループ の事業環境に甚大な影響を 及ぼし た こ と から 、

既存事業における 利益構造の改善や様々なコ ス ト 削減に取組むと 同時に、 非航空・ 空港ビ ジ

ネス領域での収益力強化への取組みを 加速さ せてま いり ま し たが、 航空旅客需要の激減によ

り リ テ ール事業の収益が大幅に減少し たほか、 世界的に航空機需要の減退が続いた こ と か

ら 、 航空機エ ン ジン 部品販売が大幅に減少し たこ と に加え、 たな卸資産等の評価損を 計上し

△ △た結果、 親会社株主に帰属する 当期純利益（ は損失） は 百万円と なり ま し た。 さ2,366
ら に現在も 、 新たに新型コ ロ ナウ イ ルス変異株の脅威が生じ る など 、 事態の終息は未だ見通

せない状況にある こ と から 、 当社は手元流動性の確保と 健全な財務体質を維持する こ と が最

優先である と 判断し 、 誠に遺憾ながら 、 年３ 月期の期末配当を 「 無配」 と いた し ま し2021
た。 株主の皆様には深く お詫び申し 上げますと と も に 、 早期に復配でき る よ う 努めてま いり

ま すので、 何卒ご理解賜り た く 、 引き続きのご支援をお願い申し 上げます。

（ ） セグ メ ン ト 別概況2
セグ メ ン ト 別の概況につき ま し ては以下のと おり です。 なお、 当社グループ 企業の決算期

について、 国内連結子会社は 月期、 海外連結子会社は 月期です。3 12

航空・ 空港事業

当セグメ ン ト では、 航空機や航空機部品など の販売、 空港用特殊車両や整備機材など の販

売、 航空機エ ンジン リ ース事業、 海外空港の運営事業など を行っ ていま す。

世界の航空市場について、 各国の国内線は緊急事態宣言やロ ッ ク ダ ウ ン など の解除後、 緩

やかながら 回復傾向と なり ま し たが、 再び感染が拡大し はじ めたこ と に加え、 新たに新型コ

ロ ナウ イ ルス変異株の脅威が拡がり 、 回復は鈍化傾向と なり ま し た。 ま た、 各国の国際線は

依然と し て回復に向けた動きが見えず、 極めて厳し い状況で推移し ま し た。

こ う し た中、 主力事業である重工業メ ーカ ー向けの航空機エ ン ジン 部品販売では、 整備分

野は一部で需要の落ち 込みが下げ止ま り 徐々に回復の兆し が見ら れま し たが、 製造分野は減

産計画によ り 大幅に販売が減少し ま し た。 ま た、 通期にわたる 航空機胴体部品の需要低迷に

加え、 回復の見通し も 不透明である こ と から 、 にて保有する 部品JALUX AMERICAS, Inc.
の評価減など を行いま し た。
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海外空港運営事業では、 ラ オ ス のビ エ ン チャ ン ・ ワ ッ タ イ 国際空港と ミ ャ ン マ ーのマ ン ダ

レ ー国際空港と も に、 期初から 続く 運航便数の減少が影響し 、 こ れら の持分法によ る 投資損

失を計上し ま し た。

以上の結果、 当セグ メ ン ト における 売上高は 百万円（ 前年同期比 ％）、 営業利28,640 58.7
△ △益は 百万円（ 同 ％）、 経常利益（ は損失） は 百万円（ 前年同期は経常利益205 14.2 618

百万円） と なり ま し た。1,437

ラ イ フ サービ ス事業

当セグ メ ン ト では、 不動産事業での開発、 販売、 仲介、 賃貸、 施設管理、 工事、 高齢者向

け住宅・ 介護施設運営事業、 保険事業での損害・ 生命保険の保険代理店業、 機械・ 資材事業

での印刷・ 用紙・ 包材の販売、 特殊車両販売、 道路関連資機材の販売など を行っ ています。

不動産事業では、 航空旅客需要の減退に伴い、 空港周辺での施設管理受託業務の縮小や企

業寮のサブ リ ース解約が続き ま し たが、 第４ 四半期での開発コ ン サルタ ン ト や賃貸仲介案件

によ り 、 通期と し ては概ね堅調に推移し ま し た。

保険事業では、 海外旅行保険の販売が減少し た一方、 団体保険と が増加し 、 通期とBPO*
し ては概ね堅調に推移し ま し た。

機械・ 資材事業では、 国内の感染症対策品の需要拡大に応じ てマ ス ク や手袋など の衛生用

品の輸入調達を 行う など 、 顧客需要にあわせた商材提供によ り 、 通期において好調に推移し

ま し た。

なお、 第１ 四半期に投資有価証券の受取配当金を計上し ています。

以上の結果、 当セグ メ ン ト における 売上高は 百万円（ 前年同期比 ％）、 営業13,979 106.8
利益は 百万円（ 同 ％）、 経常利益は 百万円（ 同 ％） と なり ま し た。1,307 101.9 902 118.9

＝ ： 個人向け保険業務の一環である 顧客サー ビ ス 業務（ 契約手続き や*BPO Business Process Outsourcing
コ ールセン タ ー業務など ） の一部を 受託する 事業

リ テ ール事業

当セグ メ ン ト では、 空港店舗事業、 免税店舗事業、 免税店舗向け卸販売、 通信販売事業、

贈答用食品販売など を行っ ています。

空港店舗事業「 」 では、 国内の１ 度目の緊急事態宣言解除後、 国内線の緩やかBLUE SKY
な回復基調に加え、 政府主導の経済政策によ り 、 回復の兆し が見ら れま し たが、 感染症再拡

大の深刻化及び 年１ 月から の２ 度目の緊急事態宣言によ り 回復は限定的なものに留ま り2021
ま し た。 なお、 成田空港の全 店舗は、 国際線の大幅な減便に伴い、 臨時休業を継続し ま し10
た。

免税店舗事業「 」 では、 成田・ 羽田空港における国際線の大幅な減便にJAL DUTYFREE
伴い、 上期は概ね全店休業と なり 、 下期も成田空港の一部店舗で営業時間を短縮し た限定的

な営業に留ま り ま し た。
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免税店舗向け卸販売では、 全国各地の空港における 国際線の大幅な減便に伴い、 取引先で

ある免税店舗の大多数は臨時休業が続きま し た。

通信販売事業では、 消費者の在宅での購買意欲の高ま り を受け、 サイ ト 「 ショ ッ ピEC JAL
ン グ 」 を中心にグルメ 商材や美容・ 健康関連商品など が伸張し たほか、 革小物など の雑貨類

を取扱う （ 株） にて通販向け卸販売が好調に推移し ま し た。JALUX STYLE
贈答用食品販売では、 お中元やお歳暮など のギフ ト 需要に加え、 消費者の在宅での購買意

欲の高ま り によ る イ ン タ ーネッ ト 注文の増加によ り 、 百貨店向け卸販売が好調に推移し ま し

た。

ま た、「 ふる さ と 納税」 を立ち上げ、 持続的な地域経済の発展に直結する ビ ジネス と しJAL
て、 年 月よ り サービ ス を開始し ま し た。2020 11
なお、 各空港店舗の臨時休業期間に対する 助成金を 受給し ま し た。 ま た、 同期間中に発生

し た固定費（ 人件費・ 賃借料・ 減価償却費） を店舗臨時休業によ る 損失と し て特別損失に計

上し ています。

以上の結果、 当セグ メ ン ト における 売上高は 百万円（ 前年同期比 ％）、 営業利20,296 35.2
△ △ △益（ は損失） は 百万円（ 前年同期は営業利益 百万円）、 経常利益（ は損失）2,554 2,308

△は 百万円（ 前年同期は経常利益 百万円） と なり ま し た。2,289 1,900

フ ーズ・ ビ バレ ッ ジ事業

当セグ メ ン ト では、 水産物、 農産物、 ワ イ ン 、 加工食品の卸販売、 食品製造事業など を 行

っ ています。

水産物の卸販売では、 期初よ り 外食需要の減退が続いたこ と から 、 飲食店向けの生食用加

工品など 水産加工品の卸販売が減少し ま し た。 ま た、 タ イ のバン コ ク 「 ト ン ロ ー日本市場」

は、 同国における非常事態宣言継続などの影響によ り 、 鮮魚の輸入・ 販売が減少し ま し た。

農産物の卸販売では、 主力であるパプ リ カ は各種小売店向けの卸販売が順調に推移し ま し

た。 ま た、 オ ク ラ やト マ ト は航空輸送費高騰の影響によ り 輸入が減少し ま し た。

ワ イ ン の卸販売では、 期初よ り 続く 外食需要の減退によ り 、 ホテ ル ・ レ ス ト ラ ン ・ 飲食店

向け国内卸販売が低調に推移し ま し た。 一方、 各種小売店向け卸販売やイ ン タ ーネッ ト 販売

など新たな顧客創出によ る売上増加があり ま し た。

加工食品の卸販売及び食品製造事業では、 人々の移動が制限さ れたこ と から 、 空港店舗を

はじ め駅構内店舗や高速道路サービ ス エ リ ア など の交通系リ テ ール向け土産菓子や弁当類の

卸販売が減少し ま し た。 一方、 各種小売店向け卸販売など 新たな顧客創出によ る売上増加が

あり ま し た。

以上の結果、 当セグ メ ン ト における 売上高は 百万円（ 前年同期比 ％）、 営業利17,857 67.2
△ △ △益（ は損失） は 百万円（ 前年同期は営業利益 百万円）、 経常利益（ は損失） は125 846

△ 百万円（ 前年同期は経常利益 百万円） と なり ま し た。533 347
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（ セグ メ ン ト 別売上高）

事 業 別 区 分

第 期59
自
至
2019
2020

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

第 期60
自
至
2020
2021

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

前連結会計年度比

売 上 高 売 上 高 増減額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

△ △航 空 ・ 空 港 事 業 48,819 28,640 20,179 41.3
ラ イ フ サ ー ビ ス 事 業 13,095 13,979 884 6.8

△ △リ テ ー ル 事 業 57,625 20,296 37,328 64.8
△ △フ ーズ ・ ビ バレ ッ ジ事業 26,574 17,857 8,716 32.8

各業績数値は、 グ ループ 内セグ メ ン ト 間売上高及び振替高調整前の金額です。

（ セグ メ ン ト 別営業損益）

事 業 別 区 分

第 期59
自
至
2019
2020

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

第 期60
自
至
2020
2021

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

前連結会計年度比

営 業 損 益 営 業 損 益 増減額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

△ △航 空 ・ 空 港 事 業 1,449 205 1,244 85.8
ラ イ フ サ ー ビ ス 事 業 1,283 1,307 24 1.9

△ △リ テ ー ル 事 業 －2,308 2,554 4,862
△ △フ ーズ ・ ビ バレ ッ ジ事業 －846 125 971

各業績数値は、 グ ループ 内セグ メ ン ト 間売上高及び振替高、 配賦不能営業費用（ 管理部門の費用等） 調整前

の金額です。

（ セグ メ ン ト 別経常損益）

事 業 別 区 分

第 期59
自
至
2019
2020

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

第 期60
自
至
2020
2021

年
年
４
３
月
月

１
31

日
日

前連結会計年度比

経 常 損 益 経 常 損 益 増減額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％

△ △航 空 ・ 空 港 事 業 －1,437 618 2,055
ラ イ フ サ ー ビ ス 事 業 759 902 143 18.9

△ △リ テ ー ル 事 業 －1,900 2,289 4,190
△ △フ ーズ・ ビ バレ ッ ジ事業 －347 533 881

各業績数値は、 グ ループ 内セグ メ ン ト 間売上高及び振替高、 配賦不能営業費用（ 管理部門の費用等）、 配賦不

能営業外収益及び営業外費用調整前の金額です。
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（ ） 設備投資の状況3
当連結会計年度に実施し た設備投資の総額は、 百万円であり ま す。645
主なものと し て、 リ テ ール事業において空港店舗出店等に 百万円の設備投資を 実施し213

ま し た。

（ ） 資金調達の状況4
当連結会計年度の所要資金は、 自己資金及び借入金によ り 賄いま し た。

（ ） 財産及び損益の状況5

区 分
第 期57

（ 年３ 月期）2018
第 期58

（ 年３ 月期）2019
第 期59

（ 年３ 月期）2020
第 期60

（ 年３ 月期）2021

売 上 高（ 百万円） 153,404 185,726 144,688 80,346

△経常利益又は経常損失（ ） （ 百万円） △5,166 5,094 4,738 2,426
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

△当期純利益又は当期純損失（ ）
（ 百万円） △2,693 2,962 3,081 2,366

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
△又 は 当 期 純 損 失 （ ）

（ 円） △213.02 234.34 243.69 187.16

純 資 産（ 百万円） 23,634 26,051 28,046 24,685

総 資 産（ 百万円） 49,013 56,887 60,844 52,276
（ 注） １ 株当た り 当期純利益又は当期純損失は、 期中平均株式数（ 自己株式数を 控除し た株式数） に基づき 算出し て

おり ま す。
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（ ） 重要な子会社の状況6

会 社 名 資 本 金
議決権
比 率

主要な事業内容

％

JALUX AMERICAS, Inc.
（ 在米国）

千米ド ル 貿易業5,000 100.0

JALUX ASIA Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ 貿易業24,000 85.0

株式会社JAL-DFS
（ 在日本国）

千円 免税販売店業300,000 60.0

株式会社 エ アポートJALUX
（ 在日本国）

千円 物品及び飲食品販売業15,000 100.0

JALUX SHANGHAI Co., Ltd.
（ 在中国）

千米ド ル 貿易業1,000 100.0

JALUX ASIA SERV ICE Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ2,000 100.0
［ ］100.0 店舗運営の受託

JALUXASIA RECRUITMENT Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ2,000 100.0
［ ］100.0 人材紹介業

株式会社 保険サービ スJALUX
（ 在日本国）

千円80,000 100.0
保険代理店業、
フ ァ イ ナン シャ ル ・ コ ン
サルテ ィ ン グ業

株式会社 ト ラ ストJALUX
（ 在日本国）

千円139,000 100.0 不動産業、 賃貸管理業、
介護サービ ス業

日本エア ポート デリ カ 株式会社
（ 在日本国）

千円 食料品製造業100,000 51.0

株式会社 フレッ シュ フ ーズJALUX
（ 在日本国）

千円 農産物輸入販売業50,000 100.0

JRE DEVELOPMENT Co., Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ27,780 100.0
［ ］100.0 不動産業

AERO ASSET Co., Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ830 100.0
[100.0] 不動産業
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会 社 名 資 本 金
議決権
比 率

主要な事業内容

％

B SKY Co., Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ830 100.0
［ ］100.0 不動産業

EEZ CONTINENTAL Co., Ltd.
（ 在タ イ 国）

千バーツ830 100.0
［ ］100.0 不動産業

株式会社JALUX STYLE
（ 在日本国）

千円20,000 100.0 雑貨類企画開発及び輸入
販売業、 通信販売業

JALUX SINGAPORE PTE. LTD.
（ 在シン ガポール国）

千米ド ル5,069 100.0 航空機関連アセッ ト マ ネ
ジメ ン ト 業

J VALUE CO., LTD.
（ 在タ イ 国）

千バーツ44,440 62.5
［ ］51.0 食品販売業

JALUX AMZ DUTY FREECO., LTD.
在ラ オス国）( 百万キッ プ13,097 66.0

[15.0] 免税販売店業

JALUX CANADA, INC.
（ 在カ ナダ 国）

千米ド ル330 100.0
［ ］100.0 菓子販売店業

（ 注） 連結子会社のすべてを 重要な子会社と し て記載し てお り ま す。1.
　 議決権比率の 内は間接所有割合で内数です。2. [ ]
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（ ） 対処すべき課題7
当社グループ は「 幸せづく り のパート ナー」 と いう 企業理念の下、 航空・ 空港ビ ジネス領

域を中心に事業を展開し ており ますが、 いわゆる 「 コ ロ ナ危機」 の長期化によ り 、 年度2020
決算は多大な損失を計上する こ と になり ま し た。 年度においても 、 そ の動向は未だ予断2021
を 許さ ず、 経営計画に大き な負のイ ン パク ト と なり 得る 脅威と 捉えており ま す。 そ のた め、

以下の課題に取り 組んでま いり ます。

① 収益構造改革の加速

当社グループ の航空・ 空港ビ ジネス領域は人の移動や接触を 大き く 制限する新型コ ロ ナウ

イ ルス感染症拡大が長期化する中、 多大な影響を 受けており ま すが、 コ ロ ナワ ク チ ン の量的

確保と 接種のスピ ード ア ッ プ が進み、 徐々にではあり ま すがコ ロ ナ前の日常が戻っ て く る も

のと 認識し ており ま す。 当社グループ は、 ポス ト コ ロ ナに向け、 イ ノ ベーショ ン 推進によ る

さ ま ざ ま な変革に取り 組むと 同時に、「 コ ロ ナ危機」 リ ス ク に対する 耐性の高い事業領域で

ある 非航空・ 空港ビ ジネス の更なる 推進・ 強化に取り 組むこ と によ り 、 航空・ 空港ビ ジ“ ”
ネス領域への集中リ ス ク を 低減さ せる 事業ポート フ ォ リ オ を 構築する こ と で、 当社の収益構

造改革を加速さ せます。 具体的な取り 組みは、 以下のと おり です。

・ リ テ ール事業におけるデジタ ルテ ク ノ ロ ジーの導入（ 航空・ 空港ビ ジネス領域）

当社グループ が大き な強みを持つ航空・ 空港ビ ジネス領域においては、 イ ン バウ ン ド の急

激な増大、 そ し て、 航空機・ 空港需要の拡大と いう ト レ ン ド を 大いに享受し て、 国内空港物

販店、 国内・ 海外免税店、 航空機部品、 エ ン ジン リ ース 、 海外空港運営事業など のビ ジネス

を 展開し て ま い り ま し た。 こ れら の領域は「 コ ロ ナ危機」 の影響を 大き く 受けて おり ま す

が、 ポス ト コ ロ ナを 視野に入れ、 既存の優良ビ ジネス の復活・ 再生を行う と 同時に、 技術イ

ノ ベーショ ン の積極的な導入と ビ ジネス モ デル変革によ っ て 、 収益性向上と 市場シェ ア拡大

の両方を目指し ます。 具体的には、 当社グループ で展開し ている空港物販店、 国内・ 海外免

税店等のリ ア ル店舗と 通販事業「 ショ ッ ピ ン グ 」 など の サイ ト において、 積極的にデJAL EC
ジタ ルテ ク ノ ロ ジーを 導入し 、 航空旅客を 中心と し た当社顧客へ提供する付加価値の最大化

を図り ます。

・ 非航空・ 空港ビ ジネス領域の更なる推進・ 強化－地方創生プ ロ ジェ ク ト

「 コ ロ ナ危機」 においても 、 水産物、 農産物、 ワ イ ン など の輸入販売、 輸出販売、 国内販

売や大手百貨店と の良好な関係を 基盤と する ビ ジネスなど 多岐に亘る 食品事業は、 不動産投

資事業や保険サービ ス事業と 共に比較的堅調に推移し ま し た。 当社グループは将来のウ イ ル

ス感染パン デミ ッ ク リ ス ク に対する抵抗力を高める ために、 当社グループ が長年に渡り 築き

上げてき た経営資源が豊富に存在する 食品事業に注力する方針を決定し ま し た。 特に、 地方

創生プ ロ ジェ ク ト と し て 、「 食」 を 通じ た持続的な地域経済の発展と サス テ ナ ビ リ テ ィ に直

結する ビ ジネス を 地方自治体や有力小売事業者と のパート ナーシッ プ戦略によ り 多角的に取
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り 組んでおり ま す。 昨年 月にはふる さ と 納税サービ ス （ ふる さ と 納税） も 開始いたし11 JAL
ま し た。 引き 続き 、 当社が信頼関係を築いてき た日本全国の「 生産者の顔が見える 」 食材を

大都市圏に供給する と と も に 、 こ れら の食材を 活用し た当社独自の食品開発を進めてま いり

ま す。

② イ ノ ベーショ ン 推進

当社グループ のビ ジネス を 取り 巻く 環境変化のス ピ ード がま すま す加速する中、 そ の変化

にタ イ ムリ ーに対応する こ と でス ピ ード 感を持っ て進化し ていく と いう 強い意志の下、 経営

の意思を 反映さ せる ス テ ア リ ン グ コ ミ ッ テ ィ と し て イ ノ ベーショ ン 推進委員会を 設置いたし

ま し た。 ま た、 従来の縦割り 組織に捉われない全社横断的なイ ノ ベーショ ン 推進チームも 組

成し 、 さ ま ざ ま なア イ デア を 駆使し て、 オ ペレ ーシ ョ ン 上の工夫と いっ た身近なも のから 、

既存ビ ジネス の派生・ 融合領域への展開に向けた新たなバリ ュ ーチ ェ ーン 構築や事業投資、

フ ード テ ッ ク やヘルスケア と いっ たビ ジネス領域での事業開発やベン チ ャ ー投資等へ引き 続

き挑戦し てま いり ま す。（ 昨年度はフ ード 関連のベン チャ ー投資フ ァ ン ド に出資）

③ サステナビ リ テ ィ 推進

当社グループ は、 地球規模の気候変動問題への取組など 持続可能な社会の実現が、 企業活

動の大前提である こ と を認識し 、 サス テナビ リ テ ィ 推進を経営戦略や事業戦略に組み込むよ

う 取り 組んでま いり ま す。 昨年度は役社員、 社外専門家など を 中心にア ン ケート 、 ディ ス カ

ッ シ ョ ン を 行い、 つのマ テ リ ア リ テ ィ を 特定し ま し た （ 詳細は後述ご参照）。 本年度は特定5
し た つのマ テ リ ア リ テ ィ 達成に向けた具体的な活動計画を 策定する と と も に 、 長期的な目5
線でサス テナビ リ テ ィ の考え方が企業文化レベルにおいても 深く 浸透さ れて行く よ う 取り 組

んでま いり ま す。

④ 事業継続性の確保

当社グループ は、 不透明な事業環境が続く 中、 健全な財務体制を 維持すべく 、 金融機関か

ら の借入やコ マ ーシャ ルペーパーの発行など 、 複数の資金調達手段を確保し ており ま す。 ま

た、 大規模な自然災害や事故災害をはじ めと する事業活動に多大な影響を及ぼす懸念のある

事象に対応する ため、 既存体制のシステ ム整備を 継続し 、 定期的にそ の有効性を評価する こ

と で、 事業継続性を よ り 確実なも のと する 仕組みを引き 続き 強化し てま いり ま す。 ま た、 当

社が事業継続する 上で最も 重要な人的リ ソ ース の確保に向けて、 持続的成長に資する 人材育

成を 行っ ていく と と も に 、 よ り 社員が働きやすい環境を 作る ために、 テ レ ワ ーク 、 フ リ ーア

ド レ ス 、 時短勤務などの働き方改革を継続し て推進し てまいり ます。
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ご参考

グループ のマ テ リ ア リ テ ィ （ サス テ ナビ リ テ ィ 重要課題）JALUX

当社グループ がサス テナビ リ テ ィ 経営を 推進する にあたり 、 多岐にわたる 社会課題の中か

ら 当社グループ と し て優先的に取り 組むべき テ ーマ 「 マ テ リ ア リ テ ィ 」 を 、 年３ 月2021 31
日開催の取締役会にて以下のと おり 特定し ま し た。 今後、 そ れぞれの課題において具体的な

活動や （ ） を定め、 サイ ク ルを実行し ながら 取組みKPI Key Performance Indicator PDCA
を進めてま いり ま す。

マ テ リ ア リ テ ィ

気候変動への対応と

循環型社会の実現

地球規模の共通課題に対応し 、 航空・ 空港をはじ め グループ がJALUX
携わる すべての事業領域において、 ス テ ーク ホルダ ーと 協力し ながら

サプ ラ イ チ ェ ーン 全体を通じ た 年カ ーボン ニ ュ ート ラ ル・ 脱炭素2050
社会と 循環型社会の実現を目指し ていき ま す。

地域社会に貢献し 、

豊かな未来を実現

グループ が長年培っ てき た全国ネッ ト ワ ーク を活かし 、 各地のJALUX
産品を よ り 多く の消費者に届ける こ と や、 国内のさ ま ざ ま な地域にお

いて持続可能な生産体制づく り の支援など を 行う こ と で、 地域社会と

共に成長し ていき ま す。
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「 食」 を通じ た

社会課題の解決

原料調達から 製造・ 流通・ 販売と いう サプ ラ イ チ ェ ーン 全体で事業を

展開する グ ループ の強みを 活かし 、 各工程に おいて、 食の安JALUX
全、 フ ード ロ ス 、 エ シカ ル消費、 持続可能な食料供給など 、 食に関わ

る社会課題の解決に取り 組んでいきま す。

人権の尊重、 人材育成

と ダ イ バーシ テ ィ ＆イ

ン ク ルージョ ン の推進

すべて の企業活動に おいて 人権を 尊重し ま す。 ま た、 多様な人材が

個々の能力を 最大限に発揮し て新たな価値を 生み出せる よ う に 、 人材

の育成に取り 組んでいき ま す。

す べ て の ス テ ー ク ホ

ル ダ ー の 信頼に 応え

る基盤の構築 経営の透明性を 追求し 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス の徹底に基づく 誠実な姿勢

で、 安全かつ高品質な商品・ サービ ス の提供に最善を 尽く し て いき ま

す。
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（ ） 主要な事業内容（ 年３ 月 日現在）8 2021 31
〔 航空・ 空港事業〕

・ 航空機及び航空機部品の販売

・ 航空機用エン ジンのリ ース

・ 空港関連設備資材・ 車両の販売

・ 航空機客室用品の企画・ 販売

〔 ラ イ フ サービ ス事業〕

・ 損害保険代理店、 生命保険代理店、 保険代理店 事業BPO ＊

・ 不動産の販売・ 分譲・ 仲介・ 賃貸

・ 建物等の施設管理、 清掃、 保守

・ 介護サービ ス

・ 環境関連設備資材、 特殊車両、 生活資材、 印刷・ 用紙資材の販売

〔 リ テ ール事業〕

・ カ タ ロ グ及びイ ン タ ーネッ ト によ る通信販売

・ 機内販売品の企画・ 販売及び業務受託

・ 服飾・ 雑貨、 贈答用食品等の企画・ 販売

・ 空港店舗、 空港免税店舗の運営

〔 フ ーズ・ ビ バレ ッ ジ事業〕

・ 加工食品、 酒類の企画・ 販売及び食料品製造

・ 水産物、 農産物及び畜産物等の企画・ 販売

＊保険代理店 （ ） 事業： 個人向け保険業務の一環である 顧客サービBPO Business Process Outsourcing
ス 業務（ 契約手続き やコ ールセン タ ー業務など ） の一部を 受託する 事業
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（ ） 主要拠点等（ 年３ 月 日現在）9 2021 31
本社 東京都港区港南１ ２- -70
西日本支社 大阪府大阪市

株式会社 （ 子会社） 千葉県成田市JAL-DFS

株式会社 エ アポート （ 子会社）JALUX

本店： 東京都港区

北海道エ リ ア支店： 北海道千歳市

東日本エ リ ア支店： 東京都大田区

西日本エ リ ア支店： 大阪府泉南郡

九州沖縄エ リ ア支店： 福岡県福岡市

株式会社 フ レ ッ シュ フ ーズ（ 子会社） 東京都品川区JALUX
株式会社 ト ラ スト （ 子会社） 東京都大田区JALUX
株式会社 保険サービ ス （ 子会社） 東京都品川区JALUX
日本エア ポート デリ カ 株式会社（ 子会社） 東京都大田区

株式会社 （ 子会社） 東京都大田区JALUX STYLE
（ 子会社） 米 国 ロ ス ア ン ゼルスJALUX AMERICAS, Inc.
（ 子会社） カ ナダ 国 バン ク ーバーJALUX CANADA, INC.

（ 子会社） 中 国 上海JALUX SHANGHAI Co., Ltd.
（ 子会社） タ イ 国 バン コ クJALUX ASIA Ltd.

（ 子会社） タ イ 国 バン コ クJALUX ASIA SERV ICE Ltd.
（ 子会社） タ イ 国 バン コ クJALUX ASIA RECRUITMENT Ltd.

（ 子会社） タ イ 国 バン コ クJRE DEVELOPMENT Co., Ltd.
（ 子会社） タ イ 国 バン コ クJ VALUE CO., LTD.

（ 子会社） タ イ 国 バン コ クAERO ASSET Co., Ltd.
（ 子会社） タ イ 国 バン コ クB SKY Co., Ltd.

（ 子会社） タ イ 国 バン コ クEEZ CONT INENTAL Co., Ltd.
（ 子会社） シン ガポール国 シン ガポールJALUX SINGAPORE PTE. LTD.

（ 子会社） ラ オ ス国 ビ エ ン チャ ンJALUX AMZ DUTY FREE CO., LTD.
（ 注） 株式会社 エ ア ポート は、 年４ 月１ 日よ り 支店制度を 廃止し て お り ま すが、 主要な営業拠点に変更JALUX 2021

はあり ま せん。
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（ ） 従業員の状況（ 年３ 月 日現在）10 2021 31

事業の種類別セグメ ン ト の名称 従業員数（ 人）

航空・ 空港事業 ［ ］81 8
ラ イ フ サービ ス事業 ［ ］231 78
リ テール事業 ［ ］646 287
フ ーズ・ ビ バレ ッ ジ事業 ［ ］152 118
全社（ 共通） ［ ］137 1

合計 ［ ］1,247 492

（ 注） 従業員数は、 就業人員（ 当社グ ループ か ら 外部への出向者は除き 、 外部から の 出向者を 含む。） で あ り 、1.
臨時雇用者数（ パート タ イ マ ー、 人材会社から の派遣社員） は［ ］ 内に当連結会計年度の平均人員（ 年

間総労働時間 １ 日の所定労働時間に よ り 人員数を 算出） を 外数で記載し て おり ま す。÷
全社（ 共通） と し て記載さ れている 従業員数は、 特定のセグ メ ン ト に区分でき ない管理部門に所属し て い2.
る も のです。

フ ーズ ・ ビ バレ ッ ジ事業において 、 臨時雇用者数が前連結会計年度に比べ 人減少し て お り ま すが、 主3. 319
な理由は、 前連結会計年度に の全株式を 売却し た こ と に よ る も のです。Taniyama Siam Co., Ltd.
リ テ ール事業において 、 臨時雇用者数が前連結会計年度に比べ 人減少し て お り ま すが、 主な理由は、4. 275
空港店舗の休業によ り 営業時間を 短縮し 、 年間総労働時間が減少し た こ と に よ る も のです。

（ ） 主要な借入先（ 年３ 月 日現在）11 2021 31

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 百万円2,552

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,636

株 式 会 社 三 菱 銀 行UFJ 806
（ 注） 上記の額には当社連結子会社の借入金を 含みま す。1.

当社は株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行と コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 契約（ 上限 百万円）2. 8,000
を 締結し ていま す。 なお、 コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 契約によ る 借入金残高はあり ま せん。

（ ） そ の他当社グループ の現況に関する重要な事項12
該当事項はあり ま せん。
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２ ． 会社の株式に関する事項（ 年３ 月 日現在）2021 31
（ ） 発行可能株式総数 株1 20,000,000

（ ） 発行済株式の総数 株2 12,775,000

（ ） 株主数 名3 18,609
（ ） 大株主（ 上位 名）4 10

株 主 名 持 株 数 持株比率

双 日 株 式 会 社 千株 ％2,810 22.21

日 本 航 空 株 式 会 社 2,727 21.55

日 本 空 港 ビ ル デ ン グ 株 式 会 社 1,022 8.07

あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社 465 3.67

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 455 3.60

日本マ ス タ ー ト ラ ス ト 信託銀行株式会社（ 信託口） 178 1.41

空 港 施 設 株 式 会 社 168 1.32

前 田 道 路 株 式 会 社 104 0.82

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ５ ） 85 0.67

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ６ ） 75 0.59
（ 注） 当社は、 自己株式 株を 保有し てお り ま すが、 上記大株主から 除いてお り ま す。 ま た 、 持株比率は1. 123,709

こ れを 控除し て計算し てお り ま す。

上記日本マ ス タ ート ラ ス ト 信託銀行株式会社 信託口 、 株式会社日本カ ス ト デ ィ 銀行 信託口 及び株式会2. ( ) ( 5)
社日本カ ス ト ディ 銀行 信託口 の所有株式数は信託業務に係る も のです。( 6)

年 月 日付で公衆の縦覧に供さ れて いる 大量保有報告書の変更報告書において 、 年 月 日3. 2020 9 25 2020 9 23
現在でカ バウ タ ー ・ マ ネージメ ン ト ・ エ ルエ ルシー が 千株（ 保有割(Kabouter Management, LLC) 508
合 ） を 保有し ている 旨が記載さ れて いる も のの、 当社と し て当事業年度末現在における 同社の実質3.98%
所有株式数の確認ができ ま せんので、 上記大株主には含めており ま せん。

３ ． 会社の新株予約権等に関する事項

（ ） 当事業年度の末日に当社役員が保有する 職務執行の対価と し て交付さ れた新株予約権等の1
内容の概要

該当事項はあり ま せん。

（ ） 当事業年度中に当社執行役員等に対し て職務執行の対価と し て交付さ れた新株予約権等の2
内容の概要

該当事項はあり ま せん。
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４ ． 会社役員に関する事項

（ ） 取締役及び監査役の状況（ 年３ 月 日現在）1 2021 31
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長
社 長 執 行 役 員

篠 原 昌 司

代 表 取 締 役
副社長執行役員

丸 川 潔 社長補佐 イ ノ ベーショ ン 推進管掌

取 締 役
常 務 執 行 役 員

立 石 修 管理本部長 サステナビ リ テ ィ 推進管掌

取 締 役 小 川 洋 一 日本空港ビ ルデン グ株式会社 顧問
株式会社 代表取締役社長Air BIC

株式会社日本空港ロ ジテム 社外取締役

取 締 役 太 田 茂 り んかい日産建設株式会社 社外取締役

取 締 役 斎 藤 祐 二 日本航空株式会社 執行役員
株式会社 エービ ーシー 社外取締役JAL

取 締 役 村 井 宏 人 双日株式会社 執行役員

双日食料株式会社 社外取締役

Saigon Paper Corporation A MEMBER OF THE
BOARD OF MANAGEMENT / CHAIRMAN
ロ イ ヤルホールディ ン グス株式会社 社外取締役

監 査 役 葛 野 大 介 常勤監査役

監 査 役 後 藤 浩 之 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員
三菱鉱石輸送株式会社 社外取締役
東京国際空港タ ーミ ナル株式会社 社外監査役

監 査 役 鈴 木 省 一 あいおいニ ッ セイ 同和損害保険株式会社 執行役員

（ 注） 取締役小川 洋一氏、 太田 茂氏、 斎藤 祐二氏及び村井 宏人氏の４ 氏は、 社外取締役であり ま す。1.
監査役後藤 浩之氏及び鈴木 省一氏の両氏は、 社外監査役であり ま す。2.
当社は、 取締役太田 茂氏、 監査役後藤 浩之氏及び鈴木 省一氏の３ 氏を 、 東京証券取引所の有価証券上3.
場規程第 条の２ に基づ く 独立役員の要件及び当社が定める 「 社外役員の独立性判断基準」 を 満た し て436
お り 、 独立役員と し て指定し 、 同取引所に届け出ており ま す。

後藤 浩之氏は、 東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員であり 、 当社は同社と の間で損害保険代

理店と し て取引関係があり ま すが、 同社と の取引額は僅少であり 、 同氏の独立性に影響を 与え る も のでは

ないと 判断し ており ま す。

取締役山口 修氏及び横山 直樹氏の両氏は、 年６ 月 日開催の第 回定時株主総会終結の時を も っ4. 2020 16 59
て退任いたし ま し た 。 ま た 、 監査役木下 宏氏は、 同株主総会終結の時を も っ て退任いたし ま し た 。
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取締役斎藤 祐二氏は、 年４ 月１ 日を も っ て 日本航空株式会社 常務執行役員に就任し 、 年６5. 2021 2021
月 日を も っ て空港施設株式会社及び東京空港冷暖房株式会社の社外取締役に就任する 予定です。29
ま た 、 年６ 月 日を も っ て株式会社 エ ービ ーシー 社外取締役を 退任予定です。2021 25 JAL
取締役村井 宏人氏は、 年３ 月 日を も っ て ロ イ ヤルホールディ ン グ ス 株式会社 社外取締役に就任6. 2021 31
し 、 年４ 月 日を も っ て2021 28 Saigon Paper Corporation A MEMBER OF THE BOARD OF

を 退任いたし ま し た 。MANAGEMENT / CHAIRMAN
監査役後藤 浩之氏は、 年３ 月 日を も っ て 三菱鉱石輸送株式会社 社外取締役を 退任いた し ま し7. 2021 31
た 。
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（ ） 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額2

役員区分 支給人数 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

固定報酬 業績連動報酬

取締役 ９ 名 百万円 　 百万円 －93 93

う ち社外取締役 ５ 名 百万円 百万円 －22 22

監査役 ４ 名 百万円 百万円 －23 23

う ち社外監査役 ３ 名 百万円 　 百万円 　 －7 7

合 計 名 百万円 百万円 －13 116 116

う ち社外役員 ８ 名 百万円 百万円 －30 30
（ 注） 取締役の支給額には、 執行役員兼務取締役の執行役員分報酬が含ま れており 、 対象の３ 名に対し 、 執行役1.

員分報酬 百万円、 取締役報酬 百万円を 支給し てお り ま す。 なお、 名の執行役員分報酬は、 新型コ ロ51 16 3
ナ ウ イ ルス 感染症拡大に伴う 当社業績への影響を 考慮し 、 減額を 実施し てお り ま す。

当事業年度において 、 使用人兼務取締役はおり ま せん。2.
当事業年度末現在の取締役は 名（ う ち 社外取締役は 名）、 監査役は 名（ う ち 社外監査役は 名） であ り3. 7 4 3 2
ま す。

当事業年度に連動する 役員賞与（ 業績連動報酬） は不支給と 決定し ており ま す。4.

＜上記報酬等に関する事項＞

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

・ 役員報酬は、 株主総会が決定する報酬総額の限度内において、 取締役、 監査役、 社外役
員そ れぞれの世間水準及び役職によ るバラ ン ス等を考慮し て、 監査役については監査役
の協議を 、 それ以外については取締役会の審議を経てこ れを決定し ます。

・ 取締役の個人別の報酬は、 取締役会の決議によ り 定めら れた役員報酬規程に基づき決定
し ます。

② 報酬の概要

・ 取締役（ 社外取締役を除く ） の報酬は、 固定報酬、 賞与にて構成さ れ、 社外取締役及び
監査役（ 社内・ 社外と も ） の報酬は固定報酬にて構成さ れています。 固定報酬は月例で
支給し 、 賞与は毎年、 当該事業年度終了後の一定の時期に支給し ています。
なお、 取締役の報酬には、 取締役報酬、 代表報酬、 執行役員報酬が各役員の役職に応じ
て含まれています。

③ 各報酬の支給割合

・ 取締役の報酬は 「 固定報酬」、 「 賞与」（ 業績連動報酬） にて構成さ れており 、 各(a) (b)
報酬の支給割合は以下のと おり です。
仮に前連結会計年度と 同水準の利益を 達成し 、 かつ定性評価が最大の場合の目安 ：(a)

＝ ：(b) 92% 8%
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④ 賞与の算定方法

・ 賞与（ 業績連動報酬） は、 連結会計年度毎の業績結果を反映し たイ ン セン テ ィ ブ の目的
で設定し ており 、 業績目標ど おり に達成し た場合に支給する 額を と する と 、 そ の達100
成度に応じ て概ね０ ～ 程度で変動し ます。200

・ 業績評価指標は、「 親会社株主に帰属する当期純損益」「 各役員の担当事業本部の税引前
当期純損益」 に加え各役員の役割・ 担当業務の中長期的な取組み状況等を中心と し た定
性評価によ り 決定し ます。

・ 業績評価指標に設定し ており ま す各利益指標は、 企業活動の最終的な成果を示すもので
あり 、 成長に向けた投資や株主還元の原資と なる重要な指標である こ と から 、 当社株主
と の利害の共通化を図るべく 当該指標を採用し ています。

・ 各取締役の賞与は、 下記算式によ り 算出し ていま す。
賞与＝役位別の基礎額 係数（ 業績評価係数＋定性評価係数）×
業績評価係数は、「 親会社株主に帰属する当期純損益」「 各役員の担当事業本部の税引前
当期純損益」 の業績目標に対する達成度に、 定性評価係数は各役員の担当業務の中長期
的な取組状況等の業績目標に対する達成度に応じ て算出し ていま す。
なお、 当該連結会計年度を 含む親会社株主に帰属する 当期純損益の推移は、「 １ ． 当社
グループの現況に関する事項 ５ 財産及び損益の状況」 に記載のと おり です。( )

⑤ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

・ 当社の取締役の報酬等に関する 株主総会の決議年月日は 年 月 日であり 、 決議2017 6 16
の内容は取締役の年間報酬総額を年額 百万円以内（ う ち社外取締役分は年額 百万220 30
円以内。 なお、 執行役員兼務取締役の執行役員分を含み、 使用人兼務取締役の使用人分
は含まない。） と する も のです。 当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は 名（ う7
ち 、 社外取締役は 名） です。 ま た、 監査役の報酬等に関する 株主総会の決議年月日は4

年 月 日であり 、 決議の内容は監査役の年間報酬総額を 百万円以内と する も2004 6 23 50
のです。 当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は 名（ う ち 、 社外監査役は 名）3 2
です。

⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

・ 固定報酬の支給額は、 役員報酬規程に定めており ます。
・ 賞与算定における 定性評価については、 取締役会によ り 委任さ れた代表取締役社長 社

長執行役員 篠原昌司が決定する 権限を 有し ており ま す。 こ の定性評価は、 対象者そ れ
ぞれの役割、 担当業務の中長期的な取組み状況等を中心に社長執行役員が評価し 、 決定
する旨を役員報酬規程に定めています。 各取締役の役割に応じ た担当業務の取組み状況
等を 評価し 、 定性評価を 決定する には、 取締役会に おける 合議に よ る 審議・ 決定よ り
も 、 業務執行を統括する社長執行役員によ る決定が適し ている と 考えら れる ため、 上記
の権限を委任し たものであり ます。

・ 固定報酬支給額及び業績連動分を含めた賞与支給額は、 役員報酬規程に基づいて社長執
行役員が作成し た原案を取締役会が審議し た上で、 社長執行役員が決定し ており 、 取締
役会はそ の内容が決定方針に沿う ものである と 判断し ており ま す。
なお、 年 月 日開催の取締役会決議に基づき 、 同年 月 日付にて任意の報酬委2021 2 26 6 16
員会を設置し ます。 役員報酬に係る評価・ 決定プ ロ セスの透明性及び客観性を 担保する
こ と によ り 、 取締役会の監督機能の強化、 並びにコ ーポレ ート ガバナン ス体制の充実を
図っ てまいり ます。
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（ ） 責任限定契約の概要3
当社は、 社外取締役及び監査役の全員と の間で、 会社法第 条第１ 項に基づく 損害賠償423

責任を会社法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する旨の契約を 締結し ており ま425
す。

（ ） 社外役員に関する事項4
① 当社と 重要な兼職先と の関係

【 社外取締役】

氏 名 当社と 重要な兼職先と の関係

小 川 洋 一

・ 当社は、 日本空港ビ ルデン グ株式会社と の間に資本業務提携契約なら びに
空港店舗に係る賃貸借契約及び物品販売等の取引関係があり ま す。

・ 当社は、 株式会社と の取引はあり ません。Air BIC
・ 当社は、 株式会社日本空港ロ ジテ ムと の間に物品販売等の取引関係があり
ま す。

太 田 茂 ・ 当社は、 り んかい日産建設株式会社と の取引はあり ません。

斎 藤 祐 二

・ 当社は、 日本航空株式会社と の間に物品販売そ の他業務受託等の取引関係
があり ま す。

・ 当社は、 株式会社 エ ービ ーシーと の間に物品販売等の取引関係がありJAL
ま す。

村 井 宏 人

・ 当社は、 双日株式会社と の間に物品販売等の取引関係があり ま す。
・ 当社は、 双日食料株式会社と の間に物品販売等の取引関係があり ま す。
・ 当社は、 と の取引はあり ま せん。Saigon Paper Corporation
・ 当社は、 ロ イ ヤルホールディ ン グ ス株式会社と の取引はあり ま せん。

【 社外監査役】

氏 名 当社と 重要な兼職先と の関係

後 藤 浩 之
・ 当社は、 東京海上日動火災保険株式会社の損害保険代理店であり ま す。
・ 当社は、 三菱鉱石輸送株式会社と の取引はあり ま せん。
・ 当社は、 東京国際空港タ ーミ ナル株式会社と の取引はあり ません。

鈴 木 省 一
・ 当社は、 あいおいニ ッ セイ 同和損害保険株式会社の損害保険代理店であり
ま す。
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② 当事業年度における主な活動状況

【 取締役会】

当事業年度におきま し ては、 第 回定時株主総会の開催前までに２ 回、 開催後に 回の59 11
取締役会を開催し ま し た。 各社外取締役は、 取締役会の意思決定の妥当性・ 適正性を 確

保するため、 そ れぞれが客観的な視点から 活発に発言を行っ ており ま す。

氏 名
取締役会への
出席回数

発言状況及び社外取締役が果た すこ と が期待さ れ
る役割に関し て行っ た職務の概要

小 川 洋 一
【 社外取締役】

回中 回13 13

空港運営事業を 行う 複数企業での豊富な経験と 幅
広い 見識を 活か し 、 経営全般に 関わる 適切な助
言・ 提言を 行う と と も に 、 当社リ テ ール関連ビ ジ
ネス を 中心に マ ーケ テ ィ ン グ 手法に 関する 的確な
指摘を行いま し た。

太 田 茂
【 社外取締役】

回中 回13 13

検察官、 弁護士、 大学教授等法務分野に おける 豊
富な経験と 幅広い見識を 活かし 、 コ ン プ ラ イ ア ン
ス に 関する 制度整備に つ い て 的確な助言・ 指摘、
サス テ ナ ビ リ テ ィ 推進に おける 幅広い情報提供等
を行いま し た。

斎 藤 祐 二
【 社外取締役】

回中 回13 13
航空会社における 国内外全般の航空事業分野での
豊富な経験と 幅広い見識を 活かし 、 経営全般に 関
わる 適切な助言・ 提言を 行う と と も に 、 航空業界
全般の外部環境変化に関する見解を発信し ま し た。

村 井 宏 人
【 社外取締役】

回中 回11 11
総合商社事業ま た経営者と し て の豊富な経験と 幅
広い 見識を 活か し 、 経営全般に 関わる 適切な助
言・ 提言を 行う と と も に 、 事業投資判断に おける
客観的な視点での指摘を行いま し た。

後 藤 浩 之
【 社外監査役】

回中 回13 13 取締役の 業務執行の 適正性を 確保する た め、 助
言・ 提言を行いま し た。

鈴 木 省 一
【 社外監査役】

回中 回11 11 取締役の 業務執行の 適正性を 確保する た め、 助
言・ 提言を行いま し た。

【 監査役会】

当事業年度におき ま し ては、 第 回定時株主総会の開催前までに ２ 回、 開催後に６ 回の59
監査役会を開催し ま し た。

後藤 浩之氏は８ 回中８ 回、 鈴木 省一氏は６ 回中６ 回出席し ま し た。 各社外監査役は、

監査の方法そ の他の監査役の職務の執行に関する 事項について、 意見の表明を 行いま し

た。
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５ ． 会計監査人の状況

（ ） 名称 有限責任 あずさ 監査法人1

（ ） 報酬等の額2

支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 百万円39

当社及び子会社が会計監査人に支払う べき金銭そ の他の財産上の
利益の合計額

百万円39

（ 注） 当事業年度に係る 報酬等の額は、 金融商品取引法上の監査に対する 報酬等を 含んでおり ま す。1.
当社の重要な子会社のう ち、 、 、 、2. JALUX AMERICAS, Inc. JALUX SHANGHAI Co., Ltd. JALUX ASIA Ltd.

、 、 、JALUX ASIA SERVICE Ltd. JALUX ASIA RECRUITMENT Ltd. JRE DEVELOPMENT Co., Ltd.
、 、 、AERO ASSET Co., Ltd. B SKY Co., Ltd. EEZ CONTINENTAL Co., Ltd. JALUX SINGAPORE

、 及び は、 当社の会計監査人以外PTE. LTD. J VALUE CO., LTD. JALUX AMZ DUTY FREE CO., LTD.
の公認会計士または監査法人の監査を受けており ます。

監査役会は、 会計監査人の監査計画の内容、 前事業年度の監査計画と 実績の比較、 会計監査の職務遂行状3.
況及び報酬見積り の算出根拠等が適切である かど う かに ついて必要な検証を 行っ た う えで 、 会計監査人の

報酬等の額に ついて会社法第 条第１ 項の同意を 行っ てお り ま す。399

（ ） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針3
監査役会は、 会計監査人が会社法第 条第１ 項各号に定める 項目に該当する と 認めら れ340

る場合には、 監査役全員の同意に基づき 、 会計監査人を解任し ます。

ま た、 監査役会は、 会計監査人の職務遂行状況等を 総合的に判断し 、 会計監査人が適正な

監査を 遂行する こ と が困難である と 認めら れる場合には、 監査役会での決議によ り 、 株主総

会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する方針です。
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６ ． 業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制と し て取締役会において決議し た事項は以下のと お

り であり ま す。

（ ） 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するこ と を確保する体制に関する事項1
・ 取締役は、 法令に定めら れた 取締役の忠実義務及び監督義務に 則っ て職務執行を 行いま

す。

・ 取締役会は、 法令等遵守のた めの体制を 含む内部統制シス テ ムの整備方針・ 計画を 決定

し 、 定期的に状況報告を受けます。

・ 社外取締役を継続的に選任し 、 取締役の職務執行の監督機能の維持・ 向上を図り ま す。

・ 社長の諮問機関である 「 コ ン プ ラ イ ア ン ス委員会」 を 核と し て、 グループ全体のコ ン プ ラ

イ ア ン スの推進・ 啓発に努めます。

・「 グ ループ 行動指針」 を 策定し 、 グ ループ 全体のコ ン プ ラ イ ア ン ス意識の徹底を 図JALUX
るための体制を整えます。

・「 社内相談・ 報告制度」 を 活用し て、 当社グ ループ 役社員全体で公正で誠実な組織運営を

推進し ています。

・ 内部監査部門が、 内部統制システムが有効に機能し ているかの確認を行います。

（ ） 取締役の職務執行にかかる情報の保存・ 管理に関する事項2
・ 重要な会議の意思決定にかかる 文書及び重要な決裁にかかる文書は、 文書取扱規程に基づ

き保存・ 管理し ます。

・ 情報が記録さ れている媒体を問わず、 管理責任者が内容の重要度に応じ 情報を 分類し て利

用者に取り 扱いを 指示し 、 情報のセキュ リ テ ィ の向上・ 維持及び情報の共有体制を 整えま

す。

（ ） 損失の危険の管理に関する規程そ の他の体制に関する事項3
・ 当社のリ ス ク を管理するために 「 リ ス ク 管理基本規程」 を 制定する と と も に 、 リ ス ク が具

体化し 対応すべき 危機が生じ た場合に備え 「 危機管理規程」 を設け、 当社に生じ る 損失の

最小化に向けた体制を講じ ます。

・ 当社のリ ス ク を管理する にあた っ ては、 リ ス ク の特定、 評価、 及び対応策の構築など 、 適

正な管理体制を設ける こ と によ り 、 損失の危険の管理体制を維持し ます。

・ 当社に損失の危機が生じ た場合に備え、 （ 事業継続計画）、 防災対策、 食品事故発生BCP
時の対応など 、 当社と し ての危機管理対応計画を講じ 、 必要に応じ 見直し の上、 適切な管

理を行います。

・ 投融資活動につ いては、 専門的見地から の リ ス ク 分析と 収益性を 検討する 「 投融資審査

会」 によ り 、 案件ご と に リ ス ク ・ リ タ ーン を分析・ 把握の上、 所要の手続き を も っ て意思

決定を行い、 そ のリ ス ク を管理し ます。
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（ ） 取締役の職務執行が効率的に行われるこ と を確保する体制に関する事項4
・ 取締役の職務を取締役会規程で明確にし 、 職務権限規程、 業務分掌規程に基づき 職務を 適

正に執行し ます。

・ 組織、 業務の簡素化に関する各種施策、 及び の適切な利用等を通じ て業務の効率化を行IT
います。

・ 経営目標を効率的に達成でき る よ う 、 全社最適の組織編成を 行う と と も に、 組織の指揮命

令系統を 明ら かにし 、 目標の達成に必要な範囲で、 各部の長及び管理職に権限を 付し 、 適

時報告を行う 仕組みを講じ ます。

（ ） 当社及び子会社から 成る企業集団における業務の適正を確保する体制に関する事項5
・ 子会社を管理する組織を 定め、 月次ご と に各子会社の業績や効率性を 定量的に把握する と

と も に、 コ ン プ ラ イ ア ン スや事業効率、 リ ス ク 管理など の定性的な課題を把握・ 対応する

ための連携体制を構築し ます。

・ 子会社の経営は、 自主性を 尊重し つつ、 事業内容の定期的な報告及び重要案件の事前協議

を行います。

・ 当社の内部監査部門が、 子会社に対する監査を実施し ます。

（ ） 監査役がそ の職務を 補助すべき 使用人を 置く こ と を求めた場合における当該使用人に関す6
る事項及び当該使用人の取締役から の独立性に関する 事項なら びに当該使用人に対する 指

示の実効性の確保に関する事項

・ 監査役を補助すべき使用人については、 監査役スタ ッ フ を置きま す。

・ 監査役ス タ ッ フ は監査役の業務指示・ 命令を受け、 そ の人事については、 取締役と 監査役

が協議し 、 合意の下に行います。

・ 監査役ス タ ッ フ が他部署の使用人を 兼務する 場合は、 監査役の職務の補助を優先し て従事

し ます。

（ ） 当社及び子会社の取締役、 監査役及び使用人等が、 当社監査役会または当社監査役に報告7
するための体制そ の他の監査役への報告に関する事項

・ 監査役は、 取締役会及び重要な会議に出席する と と も に 、 すべての稟議書の報告先に規定

さ れ、 会社経営及び事業運営上の重要事項なら びに業務執行状況の報告を受けます。

・ 当社の内部監査部門が実施し た監査結果は、 監査役にも供覧し ます。

・「 社内相談・ 報告制度」 に おいて、 法令・ 定款違反そ の他の重要案件はすべて監査役に報

告する と と も に、 相談者・ 報告者が相談・ 報告を し たこ と を 理由に不利な取扱いを 受けな

い体制を整備し ます。
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（ ） 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理にかかる方針に関する事項8
・ 監査役の職務の執行について生ずる 費用の前払ま たは償還の請求があっ た と き は、「 監査

役監査規程」 に従い、 速やかに処理を行います。

（ ） そ の他監査役会または監査役の監査が実効的に行われる こ と を確保するための体制に関す9
る事項

・ 監査役会の要請あるいは必要に応じ て会計監査人、 取締役、 使用人等から 随時報告を行い

ます。

７ ． 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における業務の適正を確保する ための体制の運用状況の概要は以下のと おり であ

り ま す。

（ ） 職務執行の適正性及び効率性の確保に対する取り 組みの状況1
当社は、 当事業年度において、 取締役会を 回開催し 、 法令、 定款に定めら れた事項、 経13

営に関する 重要な事項を 決定する と と も に 、 取締役が担当する 業務執行状況の報告を 行い、

相互に監督を行いま し た。

ま た、 社長の諮問機関である経営戦略会議を 回開催し 、 上記取締役会に付議すべき事項31
及び経営政策、 戦略なら びに経営管理事項、 そ の他経営に関する 一切の重要な事項の報告、

審議、 なら びに討議をし 、 会社経営の円滑かつ迅速な遂行を図り ま し た。

（ ） コ ン プ ラ イ ア ン ス に関する取り 組みの状況2
コ ン プ ラ イ ア ン ス 違反の未然防止及び事象発生時の対応に ついて、 そ の方針なら びに 施

策・ 対策に関する事項を 審議なら びに討議し 、 社長執行役員によ る 決裁に基づき 、 コ ン プ ラ

イ ア ン ス経営の推進を目的と し たコ ン プ ラ イ ア ン ス委員会を 設置し ており 、 ８ 月、 月、 １11
月、 ３ 月にそ れぞれ開催し ま し た。

当社は、 取締役及び使用人が法令及び企業倫理を 遵守し た 行動を と る た めの基準と し て

「 グ ループ 行動指針」 を 定めており 、 当事業年度においても 、 当社及び子会社においJALUX
て社内セミ ナー及びコ ン プ ラ イ ア ン ス への理解を深める ための取り 組みを継続的に行いま し

た。 ま た、「 社内相談・ 報告制度」 に基づき 外部及び内部に窓口を 設置し 、 社内報や社内セ

ミ ナー等を 通じ て、 制度及び窓口の周知を図る と と も に、 当事業年度において寄せら れた相

談・ 報告を監査役に報告し ています。

（ ） 情報の保存及び管理に関する取り 組みの状況3
当社は、 文書取扱規程及び文書保存規則に基づき 、 株主総会議事録及び取締役会議事録を

法定備置期限である 年を超えた永年保管と し ているほか、 そ の他の重要な会議の意思決定10
にかかる文書、 議事録及び重要な決裁にかかる稟議書等の保存及び管理を 行っ ており 、 当事

業年度においても周知・ 運用し ていま す。
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（ ） 損失の危険の管理に対する取り 組みの状況4
当社は、 職務権限規程及び諸規程に基づき 、 個別事案毎のリ ス ク の評価と 対応策を 講じ る

と と も に 、 投融資案件については、 当事業年度において投融資審査会を 回開催（ 議案）10 10
し 、 リ ス ク 分析と 収益性等の検討を行っ た う えで意思決定を行いま し た。

ま た、 大規模災害、 食品事故等重大事故発生時に損失の低減と 適切な対応を 図る こ と を 目

的に、 事業継続計画書及び危機管理、 防災対策、 食品事故防止、 危機管理広報の各マ ニ ュ ア

ルを作成し ており 、 当事業年度においても周知・ 運用を し ています。

当事業年度は上記に加えて、 新たに在庫の適正管理のための商品見越管理運用基準や、 外

国公務員等に対する利益の供与に関するルールを明確にする こ と を 目的と し た贈収賄防止規

程の導入、 社内相談・ 報告制度規程に基づく 通報制度がよ り 積極的に利用さ れ社内のコ ン プ

ラ イ ア ン ス違反を早期に把握する こ と を目的と し た社内リ ニ エ ン シー（ 課徴金減免） 制度の

導入によ り 、 損失危険の管理徹底に取り 組みまし た。

（ ） 当社グループにおける業務の適正の確保に対する取り 組みの状況5
当社は、 経営方針に基づいてグループ企業価値の向上を図るため、 各子会社の自主JALUX

性を 尊重し つつ、 関係会社管理規程に従い、 子会社の業績及び活動状況の報告を受け、 取締

役会及び経営戦略会議に報告を行う と と も に 、 事前協議事項について審議を行っ ており 、 当

事業年度においては、 内部監査部門が国内子会社３ 社の内部監査を実施し ています。

（ ） 監査役の監査の実効性を確保するための取り 組みの状況6
常勤監査役は、 当事業年度において、 取締役会、 経営戦略会議、 投融資審査会等の重要な

会議に出席し 、 必要に応じ て意見を述べています。 ま た、 代表取締役と の意見交換を 随時行

う と と も に 、 会計監査人、 監査役、 内部監査部門によ る 三様監査会議を ４ 回開催し 、 情報の

共有と 連携を行いま し た。

ま た、 上記に加え、 常勤監査役は内部監査部門から 定期的に内部監査報告を 受ける ほか、

子会社の往査を通じ て適宜情報の提供を受けています。

８ ． 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、 株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な事項と 認識し た う えで、 財務体質の

強化と 積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し 、 安定的に配当を実施する こ と を基

本方針と し ており ます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

注） 本事業報告に記載の金額、 持株数、 持株比率及び議決権比率は、 表示単位未満の端数(
を切り 捨てて表示し ており ま す。
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連結貸借対照表 （ 年３ 月 日現在）2021 31

（ 単位： 千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資産の部） （ 負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び 売掛金

た な 卸 資 産

未 収 入 金

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び 運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他の 有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他の 無形固定資産

投資そ の 他の 資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に 係る 資産

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

40,788,286
8,466,348

10,902,123
15,627,297
3,018,935
2,783,191

△ 9,610

11,487,737
4,472,842
1,986,040
1,161,622
845,745

2,732
476,700

593,302
565,184
28,117

6,421,592
2,714,608

4,933
2,233,883
1,108,770
220,290
153,958

△ 14,851

流 動 負 債 23,159,370
支払手形及び 買掛金 6,862,235
短 期 借 入 金 3,049,764
コ マ ーシャ ル・ ペーパー 6,997,817
未 払 法 人 税 等 106,075
未 払 費 用 2,949,903
そ の 他 の 流 動 負 債 3,193,574

固 定 負 債 4,431,143
長 期 借 入 金 3,838,750
退職給付に 係る 負債 21,566
繰 延 税 金 負 債 7,339
そ の 他 の 固 定 負 債 563,487
負 債 合 計 27,590,513

（ 純資産の部）

株 主 資 本 23,830,095
資 本 金 2,558,550
資 本 剰 余 金 688,723
利 益 剰 余 金 20,718,198

△自 己 株 式 135,376
△その他の包括利益累計額 364,629

その他有価証券評価差額金 15,629
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 95,776

△為替換算調整勘定 539,203
退職給付に係る調整累計額 63,167
非 支 配 株 主 持 分 1,220,043
純 資 産 合 計 24,685,509

資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計52,276,023 52,276,023
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連結損益計算書 ( 20202021
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日ま で )

（ 単位： 千円）

科 目 金 額

売 上 高 80,346,673
売 上 原 価 67,828,173

売 上 総 利 益 12,518,500
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 15,433,996

営 業 損 失 2,915,495
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,328
受 取 配 当 金 97,882
助 成 金 収 入 956,819
そ の 他 の 営 業 外 収 益 56,555 1,114,586

営 業 外 費 用

支 払 利 息 107,814
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 469,893
支 払 手 数 料 22,166
為 替 差 損 17,381
そ の 他 の 営 業 外 費 用 8,668 625,924
経 常 損 失 2,426,833

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 99
そ の 他 の 特 別 利 益 63 163

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 49,914
固 定 資 産 減 損 損 失 325,228
店 舗 臨 時 休 業 に よ る 損 失 726,376
そ の 他 の 特 別 損 失 83,063 1,184,582

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 3,611,252
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 165,802

△法 人 税 等 還 付 税 額 278,892
△ △法 人 税 等 調 整 額 769,824 882,913

当 期 純 損 失 2,728,338
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 361,987

親会社株主に 帰属す る 当期純損失 2,366,350
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連結株主資本等変動計算書 ( 20202021
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日ま で )

（ 単位： 千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

△当 期 首 残 高 2,558,550 688,723 23,717,113 135,373 26,829,013

当 期 変 動 額

△ △剰 余 金 の 配 当 　 　 　632,564 632,564

親会社株主に 帰属す る
当 期 純 損 失

△ △　 　 　2,366,350 2,366,350

△ △自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 2 2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 純額( ) 　 　 　 　 　

△ △ △連結会計年度中の変動額合計 － － 2,998,914 2 2,998,917

△当 期 末 残 高 2,558,550 688,723 20,718,198 135,376 23,830,095

そ の他の包括利益累計額
非支配株主
持 分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

△ △ △ △当 期 首 残 高 780 10,630 369,650 111,618 491,119 1,708,717 28,046,611

当 期 変 動 額

△剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 　 632,564

親会社株主に 帰属す る
当 期 純 損 失

△　 　 　 　 　 2,366,350

△自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 　 2

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額 純額( ) △ △ △14,849 106,407 169,553 174,786 126,489 488,673 362,183

△ △ △連結会計年度中の変動額合計 14,849 106,407 169,553 174,786 126,489 488,673 3,361,101

△ △当 期 末 残 高 15,629 95,776 539,203 63,167 364,629 1,220,043 24,685,509
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貸借対照表 （ 年３ 月 日現在）2021 31

（ 単位： 千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資産の部） （ 負債の部）

流 動 資 産 34,020,854 流 動 負 債

買 掛 金

短 期 借 入 金

コ マーシャ ル・ ペーパー

未 払 金

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

前 受 金

預 り 金

そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 負 債

長 期 借 入 金

資 産 除 去 債 務

長 期 預 り 敷 金

そ の 他 の 固 定 負 債

負 債 合 計

（ 純資産の部）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金

繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式

評価・ 換算差額等

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

20,152,336
5,756,186
2,551,872
6,997,817
208,423
15,212

2,110,061
1,031,014
1,469,275

12,472
3,261,229
2,800,000

74,639
356,590
30,000

23,413,566

18,485,652
2,558,550
711,250
711,250

15,345,959
233,200

15,112,759
5,820,000
9,292,759
△ 130,106
112,181
16,404
95,776

現 金 及 び 預 金 4,725,565
受 取 手 形 176,656
売 掛 金 10,336,254
商 品 及 び 製 品 13,089,197
販 売 用 不 動 産 416,085
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 8,689
前 渡 金 2,139,336
前 払 費 用 145,640
短 期 貸 付 金 172,685
未 収 入 金 2,440,190
そ の 他 の 流 動 資 産 413,194

△貸 倒 引 当 金 42,643
固 定 資 産 7,990,546
有 形 固 定 資 産 1,665,878
建 物 813,182
工 具、 器 具 及 び 備 品 301,501
土 地 549,052
建 設 仮 勘 定 2,142
無 形 固 定 資 産 447,842
ソ フ ト ウ エ ア 422,637
そ の 他の 無形固定資産 25,205
投資そ の 他の 資産 5,876,824
投 資 有 価 証 券 780,762
関 係 会 社 株 式 2,973,345
関 係 会 社 出 資 金 218,916
長 期 貸 付 金 2,920
関係会社長期貸付金 64,185
長 期 差 入 保 証 金 1,547,385
前 払 年 金 費 用 129,244
長 期 前 払 費 用 64,356
破 産 更 生 債 権 等 12,993
繰 延 税 金 資 産 95,682
そ の 他 の 投 資 1,882

△貸 倒 引 当 金 14,851 純 資 産 合 計 18,597,834
資 産 合 計 負 債 純 資 産 合 計42,011,401 42,011,401
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損益計算書 ( 20202021
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日ま で )

（ 単位： 千円）

科 目 金 額

売 上 高 71,272,914
売 上 原 価 62,990,510

売 上 総 利 益 8,282,403
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,864,024

営 業 利 益 418,379
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 332,690
そ の 他 の 営 業 外 収 益 29,769 362,460

営 業 外 費 用

支 払 利 息 65,245
支 払 手 数 料 22,166
為 替 差 損 18,657
そ の 他 の 営 業 外 費 用 5,818 111,888
経 常 利 益 668,951

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 99
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 16,912 17,011

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損 31,559
固 定 資 産 売 却 損 602
固 定 資 産 減 損 損 失 109,312
関 係 会 社 株 式 評 価 損 11,999 153,474

税 引 前 当 期 純 利 益 532,488
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 67,000
法 人 税 等 調 整 額 83,488 150,488
当 期 純 利 益 381,999
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株主資本等変動計算書 ( 20202021
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日ま で )

（ 単位： 千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

そ の他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,558,550 711,250 711,250 233,200 5,820,000 9,543,324 15,596,524

当 期 変 動 額

△ △剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　 632,564 632,564

当 期 純 利 益 　 　 　 　 　 381,999 381,999

自 己 株 式 の 取 得 　 　 　 　 　 　 　

株主資本以外の 項目
の 当期変動額 純額( ) 　 　 　 　 　 　 　

△ △当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 250,564 250,564

当 期 末 残 高 2,558,550 711,250 711,250 233,200 5,820,000 9,292,759 15,345,959

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

△ △ △当 期 首 残 高 130,104 18,736,220 2,480 10,630 8,149 18,728,070

当 期 変 動 額

△ △剰 余 金 の 配 当 　 　 　 　632,564 632,564

当 期 純 利 益 　 　 　 　381,999 381,999

△ △ △自 己 株 式 の 取 得 　 　 　2 2 2

株主資本以外の 項目
の 当期変動額 純額( ) 　 　 13,923 106,407 120,331 120,331

△ △ △当 期 変 動 額 合 計 2 250,567 13,923 106,407 120,331 130,236

△当 期 末 残 高 130,106 18,485,652 16,404 95,776 112,181 18,597,834
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連結計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
年５ 月 日2021 14

株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ 監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 田 大 介 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 叙 男 ㊞

監査意見

当監査法人は、 会社法第 条第４ 項の規定に基づき 、 株式会社Ｊ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ の 年４ 月１ 日から 年３444 2020 2021
月 日ま での連結会計年度の連結計算書類、 すなわち 、 連結貸借対照表、 連結損益計算書、 連結株主資本等変31
動計算書及び連結注記表について監査を 行っ た 。

当監査法人は、 上記の連結計算書類が、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認め ら れる 企業会計の基準に準拠

し て 、 株式会社Ｊ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ 及び連結子会社から なる 企業集団の当該連結計算書類に 係る 期間の財産及び損益の

状況を 、 全て の重要な点において適正に表示し て いる も のと 認める 。

監査意見の根拠

当監査法人は、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認め ら れる 監査の基準に準拠し て監査を 行っ た 。 監査の基

準における 当監査法人の責任は、「 連結計算書類の監査における 監査人の責任」 に記載さ れて いる 。 当監査法人

は、 我が国における 職業倫理に 関する 規定に 従っ て 、 会社及び連結子会社から 独立し て お り 、 ま た 、 監査人と

し て の そ の他の倫理上の責任を 果た し て いる 。 当監査法人は、 意見表明の基礎と なる 十分かつ 適切な監査証拠

を 入手し た と 判断し ている 。

連結計算書類に対する 経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認め ら れる 企業会計の基準に 準拠し て 連結計算書類を 作

成し 適正に 表示する こ と に ある 。 こ れに は、 不正又は誤謬に よ る 重要な虚偽表示のない連結計算書類を 作成し

適正に表示する た めに経営者が必要と 判断し た内部統制を 整備及び運用する こ と が含ま れる 。

連結計算書類を 作成する に 当た り 、 経営者は、 継続企業の前提に 基づき 連結計算書類を 作成する こ と が適切

である か ど う か を 評価し 、 我が国に おいて 一般に公正妥当と 認め ら れる 企業会計の基準に 基づいて 継続企業に

関する 事項を 開示する 必要がある 場合には当該事項を 開示する 責任がある 。

監査役及び監査役会の責任は、 財務報告プ ロ セス の整備及び運用に おける 取締役の職務の執行を 監視する こ

と にある 。
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連結計算書類の監査における 監査人の責任

監査人の責任は、 監査人が実施し た監査に基づいて 、 全体と し て の連結計算書類に 不正又は誤謬に よ る 重要

な虚偽表示がないかど う か に つ いて 合理的な保証を 得て 、 監査報告書に おいて 独立の立場から 連結計算書類に

対する 意見を 表明する こ と に あ る 。 虚偽表示は、 不正又は誤謬に よ り 発生する 可能性があ り 、 個別に 又は集計

する と 、 連結計算書類の利用者の意思決定に 影響を 与え る と 合理的に 見込ま れる 場合に 、 重要性がある と 判断

さ れる 。

監査人は、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認めら れる 監査の基準に 従っ て 、 監査の過程を 通じ て 、 職業的

専門家と し て の判断を 行い、 職業的懐疑心を 保持し て以下を 実施する 。

・ 不正又は誤謬に よ る 重要な虚偽表示リ ス ク を 識別し 、 評価する 。 ま た 、 重要な虚偽表示リ ス ク に 対応し た

監査手続を 立案し 、 実施する 。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断に よ る 。 さ ら に 、 意見表明の基礎と

なる 十分かつ適切な監査証拠を 入手する 。

・ 連結計算書類の監査の目的は、 内部統制の有効性につ いて意見表明する た めのも のではないが、 監査人は、

リ ス ク 評価の実施に 際し て 、 状況に 応じ た適切な監査手続を 立案する た めに 、 監査に関連する 内部統制を 検

討する 。

・ 経営者が採用し た 会計方針及びそ の適用方法の適切性、 並びに 経営者に よ っ て行われた 会計上の見積り の

合理性及び関連する 注記事項の妥当性を 評価する 。

・ 経営者が継続企業を 前提と し て 連結計算書類を 作成する こ と が適切である か ど う か 、 ま た 、 入手し た監査

証拠に 基づき 、 継続企業の前提に重要な疑義を 生じ さ せる よ う な事象又は状況に 関し て 重要な不確実性が認

めら れる かど う か結論付ける 。 継続企業の前提に 関する 重要な不確実性が認めら れる 場合は、 監査報告書に

おいて 連結計算書類の注記事項に 注意を 喚起する こ と 、 又は重要な不確実性に関する 連結計算書類の注記事

項が適切でない場合は、 連結計算書類に 対し て 除外事項付意見を 表明する こ と が求め ら れて いる 。 監査人の

結論は、 監査報告書日ま でに入手し た 監査証拠に基づいて いる が、 将来の事象や状況に よ り 、 企業は継続企

業と し て存続でき なく なる 可能性がある 。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認め ら れる 企業会計の基準に準拠

し て いる かど う か と と も に 、 関連する 注記事項を 含めた連結計算書類の表示、 構成及び内容、 並びに 連結計

算書類が基礎と なる 取引や会計事象を 適正に表示し ている かど う かを 評価する 。

・ 連結計算書類に 対する 意見を 表明する た めに 、 会社及び連結子会社の財務情報に 関する 十分かつ 適切な監

査証拠を 入手する 。 監査人は、 連結計算書類の監査に 関する 指示、 監督及び実施に 関し て 責任がある 。 監査

人は、 単独で監査意見に対し て責任を 負う 。

監査人は、 監査役及び監査役会に 対し て 、 計画し た 監査の範囲と そ の実施時期、 監査の実施過程で識別し た

内部統制の重要な不備を 含む監査上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求めら れて いる そ の他の事項に つ い

て報告を 行う 。

監査人は、 監査役及び監査役会に 対し て 、 独立性に つ いて の我が国に おける 職業倫理に関する 規定を 遵守し

た こ と 、 並びに 監査人の独立性に影響を 与え る と 合理的に 考え ら れる 事項、 及び阻害要因を 除去又は軽減する

ために セーフ ガード を 講じ ている 場合はそ の内容について報告を 行う 。

利害関係

会社及び連結子会社と 当監査法人又は業務執行社員と の間に は、 公認会計士法の規定に よ り 記載すべき 利害

関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
年５ 月 日2021 14

株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ 監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 山 田 大 介 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 叙 男 ㊞

監査意見

当監査法人は、 会社法第 条第２ 項第１ 号の 規定に 基づ き 、 株式会社Ｊ Ａ Ｌ Ｕ Ｘ の 年４ 月１ 日か ら436 2020
年３ 月 日ま での第 期事業年度の計算書類、 すなわち 、 貸借対照表、 損益計算書、 株主資本等変動計2021 31 60

算書及び個別注記表並びに そ の附属明細書（ 以下「 計算書類等」 と いう 。） に つ いて監査を 行っ た 。

当監査法人は、 上記の計算書類等が、 我が国に おいて 一般に公正妥当と 認めら れる 企業会計の基準に 準拠し

て 、 当該計算書類等に 係る 期間の財産及び損益の状況を 、 全て の重要な点に おいて 適正に表示し て いる も の と

認める 。

監査意見の根拠

当監査法人は、 我が国において 一般に 公正妥当と 認め ら れる 監査の基準に 準拠し て監査を 行っ た 。 監査の基

準に おける 当監査法人の責任は、「 計算書類等の監査に おける 監査人の責任」 に 記載さ れて いる 。 当監査法人

は、 我が国に おける 職業倫理に関する 規定に 従っ て 、 会社から 独立し て お り 、 ま た 、 監査人と し て のそ の他の

倫理上の責任を 果た し て いる 。 当監査法人は、 意見表明の基礎と なる 十分かつ適切な監査証拠を 入手し た と 判

断し ている 。

計算書類等に対する 経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、 我が国に おいて 一般に 公正妥当と 認めら れる 企業会計の基準に 準拠し て 計算書類等を 作成

し 適正に 表示する こ と に あ る 。 こ れに は、 不正又は誤謬に よ る 重要な虚偽表示のない計算書類等を 作成し 適正

に表示する ために経営者が必要と 判断し た内部統制を 整備及び運用する こ と が含ま れる 。

計算書類等を 作成する に 当た り 、 経営者は、 継続企業の前提に 基づき 計算書類等を 作成する こ と が適切であ

る かど う かを 評価し 、 我が国において一般に公正妥当と 認め ら れる 企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る 事項を 開示する 必要がある 場合には当該事項を 開示する 責任がある 。

監査役及び監査役会の責任は、 財務報告プ ロ セス の整備及び運用における 取締役の職務の執行を 監視する こ

と にある 。
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計算書類等の監査における 監査人の責任

監査人の責任は、 監査人が実施し た 監査に 基づいて 、 全体と し て の計算書類等に 不正又は誤謬に よ る 重要な

虚偽表示がないかど う かに つ いて合理的な保証を 得て 、 監査報告書において独立の立場から 計算書類等に対す

る 意見を 表明する こ と に ある 。 虚偽表示は、 不正又は誤謬に よ り 発生する 可能性があり 、 個別に又は集計する

と 、 計算書類等の利用者の意思決定に影響を 与える と 合理的に見込ま れる 場合に 、 重要性がある と 判断さ れる 。

監査人は、 我が国において 一般に公正妥当と 認め ら れる 監査の基準に 従っ て 、 監査の過程を 通じ て 、 職業的

専門家と し ての判断を 行い、 職業的懐疑心を 保持し て以下を 実施する 。

・ 不正又は誤謬に よ る 重要な虚偽表示リ ス ク を 識別し 、 評価する 。 ま た 、 重要な虚偽表示リ ス ク に対応し た

監査手続を 立案し 、 実施する 。 監査手続の選択及び適用は監査人の判断に よ る 。 さ ら に 、 意見表明の基礎と

なる 十分かつ適切な監査証拠を 入手する 。

・ 計算書類等の監査の目的は、 内部統制の有効性に つ いて 意見表明する た めの も のではない が、 監査人は、

リ ス ク 評価の実施に 際し て 、 状況に応じ た適切な監査手続を 立案する た めに 、 監査に 関連する 内部統制を 検

討する 。

・ 経営者が採用し た 会計方針及びそ の適用方法の適切性、 並びに経営者に よ っ て 行われた 会計上の見積り の

合理性及び関連する 注記事項の妥当性を 評価する 。

・ 経営者が継続企業を 前提と し て計算書類等を 作成する こ と が適切である かど う か、 ま た 、 入手し た 監査証

拠に基づき 、 継続企業の前提に重要な疑義を 生じ さ せる よ う な事象又は状況に関し て 重要な不確実性が認め

ら れる かど う か結論付ける 。 継続企業の前提に 関する 重要な不確実性が認めら れる 場合は、 監査報告書に お

いて計算書類等の注記事項に注意を 喚起する こ と 、 又は重要な不確実性に 関する 計算書類等の注記事項が適

切でない場合は、 計算書類等に 対し て 除外事項付意見を 表明する こ と が求め ら れて いる 。 監査人の 結論は、

監査報告書日ま でに 入手し た監査証拠に 基づいて いる が、 将来の事象や状況に よ り 、 企業は継続企業と し て

存続でき なく なる 可能性がある 。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、 我が国に おいて 一般に公正妥当と 認めら れる 企業会計の基準に 準拠し

て いる かど う か と と も に 、 関連する 注記事項を 含めた計算書類等の表示、 構成及び内容、 並びに 計算書類等

が基礎と なる 取引や会計事象を 適正に表示し ている かど う かを 評価する 。

監査人は、 監査役及び監査役会に対し て 、 計画し た監査の範囲と そ の実施時期、 監査の実施過程で識別し た

内部統制の重要な不備を 含む監査上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求めら れて いる そ の他の事項につ い

て報告を 行う 。

監査人は、 監査役及び監査役会に対し て 、 独立性につ いて の我が国に おける 職業倫理に関する 規定を 遵守し

た こ と 、 並びに 監査人の独立性に影響を 与え る と 合理的に考え ら れる 事項、 及び阻害要因を 除去又は軽減する

た めにセーフ ガード を 講じ ている 場合はそ の内容に ついて報告を 行う 。

利害関係

会社と 当監査法人又は業務執行社員と の間には、 公認会計士法の規定に よ り 記載すべき 利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、 年４ 月１ 日から 年３ 月 日までの第 期事業年度の取締役の職2020 2021 31 60
務の執行に関し て、 各監査役が作成し た監査報告書に基づき 、 審議の上、 監査役全員の一致

し た意見によ り 、 本監査報告書を作成し 、 以下のと おり 報告いたし ま す。

　

１ ． 監査役及び監査役会の監査の方法及びそ の内容

（ ） 監査役会は、 当期の監査の方針、 監査計画並びに重点監査項目等を定め、 各監査役か1
ら 監査の実施状況及び結果について報告を 受けるほか、 取締役等及び会計監査人から そ

の職務の執行状況について報告を受け、 必要に応じ て説明を求めま し た。

（ ） 各監査役は、 監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し 、 監査の方針、 職務の分担2
等に従い、 取締役、 内部監査部門そ の他の使用人等と 意思疎通を図り 、 情報の収集及び

監査の環境の整備に努める と と も に 、 以下の方法で監査を実施し ま し た。

① 取締役会そ の他重要な会議に出席し 、 取締役及び使用人等から そ の職務の執行状況

について報告を受け、 必要に応じ て説明を求め、 重要な決裁書類等を 閲覧し 、 本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたし ま し た。

ま た、 子会社については、 子会社の取締役及び監査役等と 意思疎通及び情報の交換

を図り 、 必要に応じ て子会社から 事業の報告を受けま し た。

② 事業報告に記載さ れている取締役の職務の執行が、 法令及び定款に適合する こ と を

確保する ための体制そ の他株式会社及びそ の子会社から 成る 企業集団の業務の適正を

確保するために必要なも のと し て会社法施行規則第 条第１ 項及び第３ 項に定める100
体制の整備に 関する 取締役会決議の内容及び当該決議に 基づき 整備さ れて いる 体制

（ 内部統制シス テ ム） に つ いて、 取締役及び使用人等から そ の構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、 必要に応じ て説明を求め、 意見を表明いたし ま し た。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し 、 かつ、 適正な監査を実施し ているかを 監視及び

検証する と と も に 、 会計監査人から そ の職務の執行状況について報告を 受け、 必要に

応じ て説明を求めま し た。 ま た、 会計監査人から 「 職務の遂行が適正に行われる こ と

を確保するための体制」（ 会社計算規則第 条各号に掲げる事項） を 「 監査に関する131
品質管理基準」（ 年 月 日企業会計審議会） 等に従っ て整備し ている旨の通知2005 10 28
を受け、 必要に応じ て説明を求めま し た。

以上の方法に基づき 、 当該事業年度に係る事業報告及びそ の附属明細書、 計算書類（ 貸

借対照表、 損益計算書、 株主資本等変動計算書及び個別注記表） 及びそ の附属明細書並び

に連結計算書類 連結貸借対照表、 連結損益計算書、 連結株主資本等変動計算書及び連結注(
記表 について検討いたし ま し た。)
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２ ． 監査の結果

（ ） 事業報告等の監査結果1
① 事業報告及びそ の附属明細書は、 法令及び定款に従い、 会社の状況を 正し く 示し て

いるものと 認めます。

② 取締役の職務の執行に関する 不正の行為又は法令もし く は定款に違反する重大な事

実は認めら れません。

③ 内部統制システ ムに関する取締役会決議の内容は相当である と 認めま す。 ま た、 当

該内部統制シス テ ムに関する 事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に つ いて

も 、 指摘すべき事項は認めら れません。

（ ） 計算書類及びそ の附属明細書の監査結果2
会計監査人「 有限責任 あずさ 監査法人」 の監査の方法及び結果は相当である と 認め

ます。

（ ） 連結計算書類の監査結果3
会計監査人「 有限責任 あずさ 監査法人」 の監査の方法及び結果は相当である と 認め

ます。

年５ 月 日2021 17
株式会社 監査役会

監査役（ 常勤） 葛 野 大 介 ㊞

社外監査役 後 藤 浩 之 ㊞

社外監査役 鈴 木 省 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１ 号議案 取締役８ 名選任の件

取締役全員（ ７ 名） は、 本株主総会終結の時を も っ て任期満了と なり ま すので、 改

めて取締役８ 名の選任をお願いする ものであり ます。

取締役候補者は、 以下のと おり であり ま す。

候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

１

篠
し の

原
はら

昌
ま さ

司
し

年 月６ 日1957 11

再 任

年４ 月 日商岩井株式会社（ 現 双日株式会社） 入社1981
年４ 月 同社 エ ネルギー開発部長2006
年４ 月 同社 エ ネ ルギー ・ 金属部門長補佐 兼 エ ネル ギー ・2009

原子力本部長

年４ 月 同社 執行役員 エ ネルギー ・ 金属部門長補佐 兼 エ ネ2011
ルギー ・ 原子力本部長

年４ 月 同社 執行役員 エ ネルギー ・ 金属部門長補佐 兼 エ ネ2012
ルギー本部長

年４ 月 同社 欧・ 阿・ 中東・ ロ シ ア 総支配人補佐（ ア フ2013 N IS
リ カ 担当）

年４ 月 同社 欧・ 阿・ 中東・ ロ シ ア 総支配人補佐（ ア フ2014 N IS
リ カ ・ 中東担当）

年４ 月 同社 常務執行役員 中東・ ア フ リ カ 総支配人2016
年４ 月 当社 顧問2019
年６ 月 当社 代表取締役社長 社長執行役員（ 現任）2019

株1,200

取締役候補者と し た理由：

篠原 昌司氏は、 年よ り 当社代表取締役社長に就任し 、 総合商社の「 企業経営」 並びに 「 海外2019
ビ ジネス 」 の豊富な経験、「 金融・ 経済」 の幅広い見識を 活かし 、 強い リ ーダ ーシ ッ プ を 発揮し て

おり ま す。 年以降は、 当社グループ の事業がコ ロ ナ危機の影響を 受けている 状況下において、2020
よ り 安定し た収益基盤を構築する好機と 捉える 意識改革や取組に強い影響力を 与えており ま す。 引

き 続き 、 当社グループ がコ ロ ナ危機を 乗り 越え再び持続的に成長する ために 、 取締役会の意思決定

や監督機能の実効性強化を期待し 、 取締役候補者と いたし ま し た 。
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候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

２

丸
ま る

川
かわ

潔
き よ し

年 月８ 日1961 10

再 任

年４ 月 日本航空株式会社 入社1985
年６ 月 同社 成田空港支店総務部長2007
年２ 月 同社 お客さ ま 本部企画推進部長2010
年５ 月 同社 お客さ ま 本部企画推進部長 兼 商品・ サ ー ビ ス2010

戦略部長

年 月 株式会社日本航空イ ン タ ーナシ ョ ナル 執行役員2010 12
年４ 月 日本航空株式会社 執行役員2011
年６ 月 同社 執行役員2014

日本ト ラ ン ス オ ーシ ャ ン 航空株式会社 代表取締役社

長

年６ 月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐（ 現任）2019

株1,200

取締役候補者と し た理由：

丸川 潔氏は、 年よ り 当社代表取締役に就任し 、 航空会社における 「 人事・ 労務」 分野の深い2019
見識と 長年の豊富な「 企業経営」 経験を 活かし 、 社長を 補佐する立場と し てのリ ーダ ーシッ プ を発

揮し て おり ま す。 年以降は、 イ ノ ベーシ ョ ン 推進管掌と し て、 当社グ ループ のビ ジネス を 取2020
り 巻く 環境変化にタ イ ムリ ーに対応・ 進化し てい く イ ノ ベーシ ョ ン 推進強化に強い影響力を 与えて

おり ま す。 引き 続き 、 当社グループ がコ ロ ナ危機を 乗り 越え再び持続的に成長する ために 、 取締役

会の意思決定や監督機能の実効性強化を 期待し 、 取締役候補者と いた し ま し た 。

３

立
た て

石
いし

修
おさ む

年５ 月 日1961 29

再 任

年４ 月 テ ィ ーデ ィ ーエ ー商事株式会社 入社1984
年７ 月 株式会社ジ ェ イ エ イ エ ス ト レ ー デ ィ ン グ （ 現 当社）2002

企画室長

年６ 月 当社 財務部長2006
年６ 月 当社 財務部長 兼 内部統制管理部長2008
年３ 月 当社 内部統制管理部長2009
年４ 月 当社 コ ン プ ラ イ ア ン ス 部長2010
年４ 月 当社 執行役員 管理本部 副本部長 兼 コ ン プ ラ イ ア2016

ン ス 部長

年３ 月 当社 執行役員 管理本部長2019
年４ 月 当社 常務執行役員 管理本部長2020
年６ 月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長（ 現任）2020

株800

取締役候補者と し た理由：

立石 修氏は、 年よ り 当社取締役に就任し 、「 財務・ 会計」「 法務・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 」 等の管2020
理部門における 長年の経験、 当社執行役員と し て の豊富な「 企業経営」 経験を 発揮し て おり ま す。

ま た 、 サス テ ナビ リ テ ィ 推進管掌と し て、 サス テ ナビ リ テ ィ の視点を 経営に組み込むべく 当社及び

グループ 会社の意識改革にも 邁進し ており ま す。 引き 続き 、 当社及び国内外子会社の管理部門体制

強化や取締役会の意思決定、 監督機能の実効性強化を 期待し 、 取締役候補者と いたし ま し た 。
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候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

４

太
おお

田
た

茂
し げる

年４ 月 日1949 10

再 任

年４ 月 大阪地方検察庁検事任官1977
年１ 月 大阪地方検察庁次席検事2004
年１ 月 最高検察庁検事2007
年７ 月 大阪高等検察庁次席検事2008
年６ 月 京都地方検察庁検事正2010
年 月 弁護士登録（ 現在に至る ）2011 11
年 月 虎ノ 門総合法律事務所入所2011 11
年４ 月 早稲田大学大学院法務研究科（ 法科大学院）・ 法学部2012

教授

年４ 月 日本大学危機管理学部 教授2017
年６ 月 当社 社外取締役（ 現任）2017
年６ 月 公益財団法人 世界自然保護基金（ ） ジ ャ パ ン2018 W W F

監事（ 現任）

（ 重要な兼職の状況）

り んかい日産建設株式会社 社外取締役

株0

社外取締役候補者と し た理由：

太田 茂氏は、 年よ り 当社社外取締役に就任し 、 検察官、 弁護士、 大学教授等「 法務・ コ ン プ2017
ラ イ ア ン ス 」 分野における 豊富な経験と 幅広い見識を 活かし 、 経営全般に対する 監督、 チ ェ ッ ク 機

能を果たし ていただいており ま す。 当社のコ ン プ ラ イ ア ン ス に関する 制度整備について的確な助言

や指摘、 サス テ ナビ リ テ ィ 推進における幅広い情報提供等当社への寄与は大き く 、 引き続き 、 当社

と は独立し た客観的な立場で経営に対する 監督と 的確な提言を いただ く 役割を 期待し 、 社外取締役

候補者と いた し ま し た 。

５

斎
さ い

藤
と う

祐
ゆう

二
じ

年９ 月 日1964 26

再 任

年４ 月 日本航空株式会社 入社1988
年 月 同社 東京支店販売業務部長2009 10
年１ 月 同社 国際路線事業部長2011
年４ 月 同社 執行役員 経営管理本部長2019
年６ 月 当社 社外取締役（ 現任）2019
年４ 月 日本航空株式会社 常務執行役員（ 現任）2021

（ 重要な兼職の状況）

日本航空株式会社 常務執行役員

株式会社 エ ービ ーシー 社外取締役JAL

株0

社外取締役候補者と し た理由：

斎藤 祐二氏は、 年よ り 当社社外取締役に就任し 、 航空会社における 国内外の航空事業分野で2019
の 「 海外ビ ジネス 」 や「 財務・ 会計」 に関する 豊富な経験と 幅広い見識を 活かし 、 経営全般に対す

る 監督、 チ ェ ッ ク 機能を 果たし ていただいており ま す。 特に航空業界全般の外部環境変化に関する

見解の発信等、 当社への寄与は大き く 、 引き 続き 、 客観的な立場で取締役会の意思決定や監督機能

の実効性強化のために果たし ていただ く 役割に期待し 、 社外取締役候補者と いた し ま し た 。
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候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

６

村
むら

井
い

宏
ひろ

人
と

年２ 月 日1967 27

再 任

年４ 月 日商岩井株式会社（ 現 双日株式会社） 入社1989
年４ 月 同社 機械部門 自動車本部 自動車第二部長2010
年５ 月 同社 経営企画部長2012
年４ 月 同社 自動車本部 副本部長2015
年４ 月 同社 自動車本部長2016
年４ 月 同社 執行役員 自動車本部長2018
年４ 月 同社 執行役員 リ テ ー ル ・ 生活産業本部長（ 現 リ テ2020

ール ・ コ ン シュ ーマ ーサービ ス 本部長）（ 現任）

年６ 月 当社 社外取締役（ 現任）2020
（ 重要な兼職の状況）

双日株式会社 執行役員 リ テ ール ・ コ ン シ ュ ーマ ーサービ ス 本部長

双日食料株式会社 社外取締役

ロ イ ヤルホールデ ィ ン グ ス 株式会社 社外取締役

株0

社外取締役候補者と し た理由：

村井 宏人氏は、 年よ り 当社社外取締役に就任し 、 総合商社事業における 「 営業」 や「 企業経2020
営」 に関する 豊富な経験と 幅広い見識を活かし 、 経営全般に対する監督、 チ ェ ッ ク 機能を 果たし て

いただいており ま す。 事業投資判断における客観的な視点での指摘等、 当社への寄与は大き く 、 引

き続き 、 客観的な立場で取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化のために果たし ていただ く 役

割に期待し 、 社外取締役候補者と いた し ま し た 。

７

田
た

口
ぐ ち

繁
し げ

敬
ゆき

年２ 月４ 日1956

新 任

年４ 月 日本航空株式会社 入社1978
年４ 月 同社 福岡空港支店長 兼 株式会社 ス カ イ 九州 代2008 JAL

表取締役社長

年６ 月 東京国際空港タ ーミ ナル株式会社 取締役2010
年８ 月 同社 常務取締役2010
年６ 月 日本空港ビ ルデン グ 株式会社 常務執行役員2016
年６ 月 同社 専務執行役員2017
年６ 月 同社 上席専務執行役員（ 現任）2018
年６ 月 羽田旅客サービ ス 株式会社 代表取締役社長執行役員2018

（ 現任）

（ 重要な兼職の状況）

日本空港ビ ルデン グ株式会社 上席専務執行役員

羽田旅客サービ ス 株式会社 代表取締役社長執行役員

株0

社外取締役候補者と し た理由：

田口 繁敬氏は、 航空会社や空港運営事業等を 行う 複数企業における 「 企業経営」 に関する 豊富な

経験と 深い見識を 有し ており ま す。 特に空港での付加価値創造や顧客サービ ス 向上に貢献し てま い

り ま し た 。 そ の経験や見識を 当社の空港売店や免税店など のリ テ ールビ ジネスに活かし 、 客観的な

立場で取締役会の意思決定や監督機能の実効性強化のために果たし ていただ く 役割に期待し 、 社外

取締役候補者と いたし ま し た 。
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候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

８

四
よ

方
も

ゆかり
年４ 月９ 日1964

新 任

年９ 月 日本 株式会社 入社1987 GE
年７ 月 ゼネラ ルエ レ ク ト リ ッ ク キャ ピ タ ルカ ーシス テ ム株式1997

会社 人事総務部長

年２ 月 横河メ デ ィ カ ルシス テ ム株式会社 取締役人事部門2001 GE
長

年１ 月 保険会社 人事担当執行役員2003 AIU
年２ 月 マ イ ク ロ ソ フ ト 株式会社 執行役人事本部長2006
年 月 グ ラ ク ソ ・ ス ミ ス ク ラ イ ン 株式会社 人財担当取締役2011 10
年４ 月 経済同友会 幹事2012
年 月 人事顧問及び人事コ ン サルタ ン ト （ 現職）2016 10

株200

社外取締役候補者と し た理由：

四方 ゆかり 氏は、 複数の外資系企業に おける 人事部門の要職を 歴任し 、 （ 人的資源） 分野にHR
おいて企業文化構築、 組織変革、 人材育成や諸制度改革のア ド バイ ザーを 行っ てお り 、「 人事・ 労

務」 及び「 企業経営」 に関する 豊富な経験と 高い見識を 有し て おり ま す。 同氏の人材戦略や人材

育成の第一線で活躍を し て き た経験と 見識を 当社の経営に活かし て いた だ く と と も に 、 当社と は

独立し た客観的な立場で経営に対する 監督と 的確な提言を いた だ く 役割に期待し 、 社外取締役候

補者と いたし ま し た 。

（ 注） 太田 茂氏、 斎藤 祐二氏、 村井 宏人氏、 田口 繁敬氏、 四方 ゆか り 氏の ５ 氏は、 社外取締役候補者であ1.
り ま す。

取締役候補者と の間で締結し 、 ま た は締結する 予定の責任限定契約の内容の概要は以下のと おり であり ま2.
す。

当社は、 太田 茂氏、 斎藤 祐二氏及び村井 宏人氏の３ 氏と の間で、 会社法第 条第１ 項に 基づ く 損害(1) 423
賠償責任を 会社法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する 旨の契約を 締結し て お り ま す。 ３ 氏425
が社外取締役に再任さ れ就任し た時は、 当社は３ 氏と の間で当該契約を 継続する 予定であり ま す。

田口 繁敬氏、 四方 ゆかり 氏の両氏が社外取締役に就任し た時は、 当社は両氏と の間で会社法第 条第(2) 423
１ 項に基づく 損害賠償責任を 会社法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する 旨の契約を 締結す425
る 予定であり ま す。

社外取締役候補者に関する 特記事項は以下のと お り であり ま す。3.
太田 茂氏は、 東京証券取引所の有価証券上場規程第 条の２ の定めに 基づ く 独立役員の要件及び当社(1) 436
が定める 「 社外役員の独立性判断基準」 を 満た し て おり 、 独立役員と し て指定し 、 東京証券取引所に届け

出ており ま す。 同氏が社外取締役に再任さ れ就任し た時は、 引き 続き 独立役員と なる 予定であり ま す。

斎藤 祐二氏は、 当社の特定関係事業者（ 会社法施行規則第２ 条第３ 項第 号に規定） である 日本航空株(2) 19
式会社の業務執行者であり ま す。

四方 ゆかり 氏の戸籍上の氏名は、 森 ゆかり であり ま す。(3)
四方 ゆか り 氏は、 東京証券取引所の有価証券上場規程第 条の２ の定めに 基づ く 独立役員の要件及び436
当社が定める 「 社外役員の独立性判断基準」 を 満た し て お り 、 同氏が社外取締役に就任し た時は、 独立役

員と なる 予定であり ま す。

太田 茂氏、 斎藤 祐二氏及び村井 宏人氏の３ 氏は、 現在当社の社外取締役であ り 、 就任し て から の年数(4)
は、 本総会の終結の時を も っ て 、 太田 茂氏は４ 年、 齋藤 祐二氏は２ 年、 村井 宏人氏は１ 年であり ま す。
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第２ 号議案 監査役１ 名選任の件

監査役後藤 浩之氏は、 本株主総会終結の時を も っ て辞任いた し ま すので、 改めて

監査役１ 名の選任をお願いするものであり ま す。

なお、 監査役候補者松田 誠太氏は後藤 浩之氏の補欠と し て選任さ れる こ と になり

ま すので、 そ の任期は当社の定款の定めによ り 、 退任さ れる 同監査役の任期の満了

する時までと なり ます。

本議案に関し ま し ては、 監査役会の同意を得ており ま す。

監査役候補者は、 以下のと おり であり ま す。

氏名・ 生年月日 略歴、 地位及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

松
ま つ

田
だ

誠
せい

太
た

年５ 月 日1963 12
新 任

年４ 月 東京海上火災保険株式会社（ 現 東京海上日動火災保1986
険株式会社） 入社

年７ 月 同社 福岡支店長2010
年６ 月 同社 本店営業第一部長2013
年４ 月 同社 理事 本店営業第一部長2016
年４ 月 同社 執行役員 企画営業開発部長2017
年４ 月 同社 常務執行役員（ 現任）2019

（ 重要な兼職の状況）

東京海上日動火災保険株式会社 常務執行役員

三菱鉱石輸送株式会社 社外取締役

株0

社外監査役候補者と し た理由：

松田 誠太氏は、 東京海上日動火災保険株式会社の多数の部署における 「 営業」「 金融・ 経済」 に関する

豊富な経験と 専門知識、「 企業経営」 経験を 有し て おり ま す。 そ の経験や見識を 活かし 、 当社から 独立

し た客観的な立場で監査役と し ての役割を 適切に遂行し 、 当社経営の公正な監査のために果たす役割に

期待し 、 社外監査役候補者と いたし ま し た 。

（ 注） 松田 誠太氏は、 社外監査役候補者であり ま す。1.
監査役候補者と の間で締結し 、 ま た は締結する 予定の責任限定契約の内容の概要は以下のと おり であり ま2.
す。

　 松田 誠太氏が社外監査役に就任し た時は、 当社は同氏と の間で会社法第 条第１ 項に基づ く 損害賠償423
責任を 会社法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する 旨の契約を 締結する 予定であり ま す。425
松田 誠太氏は、 東京証券取引所の有価証券上場規程第 条の２ の定めに基づ く 独立役員の要件及び当3. 436
社が定める 「 社外役員の独立性判断基準」 を 満たし てお り 、 同氏が社外監査役に就任し た場合は、 独立役

員と なる 予定であり ま す。

松田 誠太氏は、 東京海上日動火災保険株式会社の常務執行役員であり 、 当社は同社と の間で損害保険代

理店と し ての取引関係があり ま すが、 同社と の取引高は僅少であり 、 同氏の独立性に影響を 与える も ので

はないと 判断し てお り ま す。
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第３ 号議案 補欠監査役２ 名選任の件

監査役が法令に定める 員数を欠く こ と になる 場合に備え、 あら かじ め補欠監査役２

名の選任を お願いし たいと 存じ ま す。 当該補欠監査役候補者のう ち 、 大槻 一夫氏

は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役と し て、 中野 明安氏は社外監査役の補

欠の社外監査役と し て、 そ れぞれ選任をお願いする ものであり ま す。

なお、 本議案に関し ま し ては、 監査役会の同意を得ており ます。

補欠監査役候補者は、 以下のと おり であり ま す。

候補者
番 号

氏名・ 生年月日 略歴、 地位及び重要な兼職の状況
所有する
当 社
株式の数

１

大
おお

槻
つ き

一
かず

夫
お

年５ 月６ 日1953

年４月 日商岩井株式会社（ 現 双日株式会社） 入社1977
年６月 同社 財務部プ ロ ジェ ク ト 金融室 室長2001
年４月 同社 新規事業開発グ ルー プ 企画業務室中小企業フ ァ2004

ン ド 準備チーム兼： AQUARIS FINANCE
SECRETARY

年７月 同社 新規事業開発グ ループ 企画業務室 室長2004
年４月 同社 産業情報グループ 企画業務室 室長2007
年 月 同社 Ｉ Ｒ 部 部長2008 10

年６月 株式会社メ タ ルワ ン 執行役員2010
年４月 双日株式会社 生活産業部門企画業務室 担当顧問2014
年６月 当社 常勤監査役2014
年６月 当社 常勤監査役 退任2018
年２月 株式会社清光社 社外監査役（ 現任）2021

株0

補欠監査役候補者と し た理由：

大槻 一夫氏は、 年よ り 年間の当社常勤監査役在任中は総合商社における 豊富な経験と 幅広い見識2014 4
を 活かし 、 経営全般に対する 監督、 チ ェ ッ ク 機能を 十分果た し て いた だ いて おり ま し た 。 監査役に就任し

た際には、 監査役と し て の役割を 適切に遂行し 、 当社の経営の公正な監査に期待し 、 補欠監査役候補者と

いた し ま し た 。

２

中
なか

野
の

明
あき

安
やす

年８ 月９ 日1963

年４ 月 弁護士登録（ 現在に至る ）1991
年４ 月 丸の内総合法律事務所入所1991
年１ 月 丸の内総合法律事務所 パート ナー弁護士（ 現任）2005
年１ 月 当社 社外監査役2010

（ 重要な兼職の状況）

丸の内総合法律事務所 パート ナー弁護士

ア グ レ 都市デザイ ン 株式会社 社外監査役

株式会社ベク タ ー 社外監査役

株0

補欠社外監査役候補者と し た理由：

中野 明安氏は、 年には当社社外監査役就任経験も あり 、 弁護士と し ての専門的知見と 企業法務に関2010
する 豊富な経験を 発揮し て いた だ いて おり ま し た 。 社外監査役に就任し た際には、 当社と は独立し た客観

的な立場で社外監査役と し て の役割を 適切に遂行し 、 当社の経営の公正な監査に期待し 、 補欠社外監査役

候補者と いた し ま し た 。
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（ 注） 中野 明安氏は、 補欠社外監査役候補者であり ま す。1.
大槻 一夫氏及び中野 明安氏の両氏は、 年６ 月 日開催の定時株主総会に おいて補欠監査役に選任2. 2020 16
さ れて おり ま す。

補欠監査役候補者と の間で締結する 予定の責任限定契約の内容の概要は以下のと おり であり ま す。3.
大槻 一夫氏が監査役に 就任し た時は、 同氏と の間で、 会社法第 条第１ 項に基づ く 損害賠償責任を 会423
社法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する 旨の契約を 締結する 予定であり ま す。 ま た 、 中野425
明安氏が社外監査役に就任し た時は、 同氏と の間で、 会社法第 条第１ 項に基づ く 損害賠償責任を 会社423
法第 条第１ 項に定める 最低責任限度額に限定する 旨の契約を 締結する 予定であり ま す。425
補欠社外監査役候補者中野 明安氏は、 東京証券取引所の有価証券上場規程第 条の２ の定めに 基づ く4. 436
独立役員の要件及び当社が定める 「 社外役員の独立性判断基準」 を 満た し てお り 、 同氏が社外監査役に就

任し た 場合に は、 独立役員と なる 予定であり ま す。 中野 明安氏は、 丸の内総合法律事務所のパート ナー

弁護士であり 、 当社は同事務所と の間で顧問契約を 締結し て お り ま すが、 同事務所に対する 顧問料そ の他

の支払報酬の額は僅少であり 、 同氏は独立性を 有する と 判断し ており ま す。

第１ 号議案から 第３ 号議案に共通の参考事項

役員等賠償責任保険契約について

当社は、 当社役員が期待さ れる役割を 十分に発揮する こ と ができ る よ う にする と と も に優秀

な人材確保のため、 以下の内容を概要と する役員等賠償責任保険契約を締結し ており 、 年2022
月 日に更新予定と なっ ており ま す。 第１ 号議案でお諮り する 取締役の各氏のう ち 再任予定2 15

の候補者については、 すでに当該保険契約の被保険者と なっ ており 、 選任後も 引き 続き 被保険

者と なり ま す。 ま た、 新任の候補者については、 取締役ま たは監査役就任後被保険者と なり ま

す。

【 役員等賠償責任保険契約の内容の概要】

被保険者の実質的な保険料負担割合(1)
保険料は特約部分も 含め会社負担と し ており 、 被保険者の実質的な保険料負担はあり ま せ

ん。

填補の対象と なる保険事故の概要(2)
特約部分も合わせ、 被保険者である役員等がそ の職務の執行に関し 責任を負う こ と ま たは当

該責任の追及に係る 請求を 受ける こ と に よ っ て生ずる こ と のある 損害及び訴訟費用等につ

いて填補し ま す。 ただ し 、 法令違反の行為である こ と を 認識し て行っ た行為の場合等一定

の免責事由があり ま す。
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第４ 号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、 年 月 日開催の第 回定時株主総会に おいて2017 6 16 56
「 年額 百万円以内（ う ち 社外取締役分は年額 百万円以内）」 と 決議いただいて220 30
おり ま すが、 当社のコ ーポレ ート ・ ガバナン ス体制の強化を 目的と し て、 社外取締

役を 増員する こ と を ふま え、 報酬総額は現行ど おり と し た上で、 社外取締役分の年

額のみ改定する こ と と し 、 取締役の報酬額を 「 年額 百万円以内（ う ち 社外取締220
役分は年額 百万円以内）」 と さ せていただき たいと 存じ ま す。 なお取締役の報酬40
額には、 従来ど おり 執行役員兼務取締役の執行役員分報酬を 含み、 使用人兼務取締

役の使用人分の給与は含まれないものと いたし たいと 存じ ます。

なお、 当社における 取締役の個人別の報酬等の内容に係る 決定方針の概要は、 事業

報告 頁に記載のと おり であり 、 そ の内容は、 本議案を ご承認いただいた場合の決24
定方針と し ても 引き 続き相当である と 考えら れる こ と から 、 本議案のご承認によ り

当該方針を 変更する こ と は予定し ており ま せん。 本議案は、 世間水準及び役職によ

る バラ ン ス等を 考慮し 、 取締役会の決議によ り 定めら れた役員報酬規程に基づいて

報酬額を改定する も のであり 、 上記方針に沿う も のです。 そ のため、 本議案の内容

は相当である と も のと 考えており ま す。

現在の取締役は 名（ う ち社外取締役 名） であり ま すが、 第１ 号議案が原案ど おり7 4
承認可決さ れますと 、 取締役は 名（ う ち社外取締役 名） と なり ま す。8 5
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参考

社外役員の独立性判断基準

当社の定めた「 社外役員の独立性判断基準」 は、 以下のと おり です。

次に掲げる 属性のいずれにも該当し ない者が当社から の独立性を 有し ている と 判断し ており ま

す。

（ ） 過去 事業年度以内に、 当社及び当社の連結子会社（ 以下「 当社グ ループ 」） の業務執行1 10
者 であっ た者*1

（ ） 過去３ 事業年度以内に、 以下に該当し ていた者2
① 当社の大株主（ 直近事業年度末における 議決権保有比率が総議決権の ％以上を 有する10
者） ま たはその業務執行者

② 当社グループ の取引先で、 直近事業年度末の取引額が当社の年間連結売上高２ ％を 超える

取引先またはそ の業務執行者

③ 当社グループ を 取引先と する者で、 直近事業年度末の取引額がそ の者の年間連結売上高２

％を超える者ま たはそ の業務執行者

④ 当社グループ の借入先で、 直近事業年度末の借入額が当社の年間連結総資産２ を 超える%
借入先またはそ の業務執行者

⑤ 当社グループの法定監査を行う 監査法人に所属する者

⑥ 当社グループ よ り 役員報酬以外に過去３ 事業年度の平均で年間 万円を 超える 報酬を1,000
得ている弁護士、 公認会計士、 税理士またはコ ン サルタ ン ト

⑦ 当社グループよ り 過去３ 事業年度の平均で年間 万円を超える寄付を受けている者1,000
⑧ 社外役員（ 監査役を含む） の相互就任関係 と なる他の会社の業務執行者*2

（ ） 上記（ ） 及び（ ） に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族3 1 2

１ 「 業務執行者」 は、 業務執行取締役及び執行役、 なら びに執行役員等の重要な使用人をい*
う 。

２ 会社の当社グループ の業務執行者が他の会社の社外役員を 兼任し 、 かつ、 当該他の会社*
の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう 。
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ご参考

取締役・ 監査役の役割及び経験一覧（ ス キルマ ト リ ッ ク ス ）

氏名
東証

独立届出

株主総会後の地位

及び主な担当

（ 予定）

指名

委員会

予定( )

報酬

委員会

予定( )

ス キル ・ 経験

企業経営
営業・マーケ

ティ ング

海外勤務・

海外ビジネス
金融・経済 財務・会計

法務・コンプ

ライアンス
人事・労務

取

締

役

篠原 昌司
代表取締役社長

社長執行役員
〇 〇 〇 〇 〇 〇

丸川 潔

代表取締役

副社長執行役員

社長補佐

イ ノ ベ ー シ ョ ン 推進管

掌

〇 〇 〇 〇 〇 〇

立石 修

取締役常務執行役員

サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 推進

管掌

〇 〇 〇 〇

太田 茂
◎

筆頭
社外取締役

◎
委員長

〇 〇 〇

斎藤 祐二 社外取締役 〇 〇 〇 〇

村井 宏人 社外取締役 〇 〇 〇

田口 繁敬 社外取締役 〇 〇 〇

四方 ゆかり 〇 社外取締役 〇
◎

委員長
〇 〇 〇

監

査

役

葛野 大介 常勤監査役 〇 〇 〇

鈴木 省一 〇 社外監査役 〇 〇 〇 〇

松田 誠太 〇 社外監査役 〇 〇 〇 〇

※ 指名委員会及び報酬委員会については、 ６ 月 日開催予定の定時株主総会後に開催さ れる取16
締役会にて、 委員長及び委員を選定し 設置予定
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ご参考

指名委員会及び報酬委員会について

（ ） 設置の目的1
取締役、 監査役及び執行役員の指名・ 報酬等に係る 評価・ 決定プ ロ セス の透明性及び客観性

を 高める こ と に よ り 、 取締役会の監督機能の強化、 コ ーポレ ート ガバナン ス体制の充実を図る

ため、 任意の指名委員会及び報酬委員会を設置。

（ ） 各委員会の役割2
取締役会から 諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、 取締役会への答申を行う 。

① 指名委員会

取締役、 監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項∙
代表取締役、 役付取締役、 役付執行役員の選定及び解職に関する事項∙
そ の他、 上記内容に関連する重要事項で、 取締役会から 諮問さ れた事項∙

② 報酬委員会

取締役、 監査役及び執行役員の報酬等についての方針に関する事項∙
取締役及び執行役員の個人別の報酬等に関する事項∙
そ の他、 上記内容に関連する重要事項で、 取締役会から 諮問さ れた事項∙

（ ） 各委員会の構成3
① 取締役会が選定し た取締役、 または取締役と 社外監査役で構成する

② 各委員会は３ 名以上と する

③ 各委員会の半数以上は、 独立役員の要件を 満た し た取締役と 監査役と し 、 委員長は取締

役会が選定する独立社外取締役と する

（ ） 設置日4
６ 月 日開催予定の定時株主総会後に開催さ れる取締役会にて、 委員長及び委員を 選定し 設16

置予定。

以 上
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株主総会会場ご案内図（ 略図）

会 場 品川シーズン テラ ス ア ネッ ク ス棟３ 階 シーズン テラ スホール

東京都港区港南一丁目２ 番 号70

会場最寄駅 品川駅 港南口（ 東口） よ り 徒歩 分JR 9
京浜急行電鉄品川駅 高輪口よ り 約 分12

※（ お願い） 昨今の新型コ ロ ナウ イ ルス蔓延の状況を踏まえ、 本招集通知２ 頁に記載

　 いたし ま し た と おり ご来場を見合わせるこ と を ご検討く ださ い。

※　 本総会ご出席の株主様へのお土産は廃止と さ せていただき ま し た。

※　 当日ご来場さ れる場合も 、 大変恐縮ですがお車でのご来場は、 ご遠慮

　 いただ く よ う お願い申し 上げます。


